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Summary

Recently, charcoal production has declined in Japan, where Japanese oak is the typical tree species for wood 

charcoal production. However, the damage caused by Japanese oak wilt has recently increased in Japanese forests. In 

Japan, Yamagata Prefecture has suffered the largest Japanese oak wilt damage, which is relevant because Yamagata 

Prefecture is the region with the highest production of white charcoal in Japan. Therefore, this paper investigated 11 

households (14 charcoal producers) of the Charcoal Production Association of Iide Town, Yamagata Prefecture. The 

results showed that for households that produce charcoal, charcoal-producing is not the main business because the 

income generated from it is only 20% of the total income. Charcoal producers use Japanese oak in all households as 

wood for the production of white charcoal and were forced to use Japanese oak wilt damaged wood as wood for the 

production of white charcoal in half of the households. When using damaged wood for the production of white charcoal, 

the volume of white charcoal produced was low in quantity and of poor quality. About 60% of the households of 

charcoal producers are in their 70s and over, and because there are many elderly people, there is concern that many 

will retire in the near future. Moreover, 70% of charcoal producers do not have secured successors. In the future, it is 

an urgent task to ensure charcoal production technology by securing and nurturing the succession of charcoal 

producers.

Key words： charcoal producer, charcoal production technology, white charcoal, Japanese oak wilt, forest resources 

management
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Ⅰ　はじめに

1．課題設定

　わが国では，木炭が日常的な燃料として利用されてき
たが，1960年代のエネルギー革命を契機として，木炭
の生産量は1960年の150万3,592tから2016年には1万
6,769t 1 ）へと，この半世紀以上で激減した．生活様式の
変革にともなう薪炭生産の衰退によって，薪炭林は伐採
機会が失われつつあり，近年では樹木の大径木化が進
み，管理放置の拡大をもたらしている．こうした薪炭林
をめぐる近年の状況に起因2 ）して，1980年代末以降に
は，薪炭材として代表的なナラ類，シイ・カシ類の樹木
の大量枯死（ナラ類集団枯損）が全国的に発生3 ）した．
このナラ枯れは，2000年代以降には被害量が増加し全
国各地で被害4 ）が相次いでいる．
　現代社会において，荒廃する薪炭林をはじめとする森
林資源が適切に管理され，再生されるためには，衰退し
つつある農民的林野利用5 ）6 ）を継承し，発展させていく
ことが焦眉の急である．農民的林野利用の代表的な取り
組みである木炭生産においては，木炭の需要拡大と生産
者の存続とが今日の重要な課題である．
　木炭の需要拡大に関する課題については，木炭は，燃
料としての利用の歴史が長く，現在も主な需要である
が，燃料以外の新たな用途として，1984年に地力増進
法の地力増進法施行令7 ）にもとづいて，土壌改良資材
に指定されている．2004年には一般社団法人全国燃料
協会と日本木炭新用途協議会によって新用途木炭とし
て，生活環境資材用，住宅環境資材用，農林・緑化・園
芸用，水処理用，畜産用の5つの用途基準8 ）が定められ
ている．こうした生活・住宅環境，水利環境，農林畜産
業を分野とする木炭の用途は近年では既に確立 9 ）され
ており，今後は既成の枠にとらわれずに，各方面から新
しい分野での一層の技術開発10 ）と利用価値の発掘11 ）に
よって，木炭の需要拡大が期待される．例えば，近年で
は，住居における木炭の調湿能力と同時に吸音能力を評
価する研究12 ）13 ）14 ）や木炭の高い伝導性を利用した電気
機器への実用化に向けた研究15 ）16 ）なども行われている．
さらには，2011年に起きた東北地方太平洋沖地震によ
って福島第一原子力発電所事故が発生し放射性セシウム
が放出された．それらを土壌から除去する効果的な方法
として，木質資源にもとづく炭を用いて放射性物質の吸

着と除去の可能性を検討した研究17 ）も行われている．
　一方，木炭生産におけるもう1つの課題である木炭生
産者の存続に関して，全国の木炭生産者数の統計的推移
では，2006年に6,621人18 ）を数えていたが，2016年に
は3,430人19 ）となり過去10年間で約半減している．統計
上では木炭生産者数は減少しているものの，木炭生産者
に焦点を当ててその実態を把握し，減少の要因や木炭経
営の現状に関する分析によって，今後の具体的課題につ
いて考察した研究は，近年では数少ない．近年の主な研
究としては，次に示す4つの研究報告が確認できるため，
順にその主旨を要約しながら課題について検証したい．
　2005年に篠原20 ）は，過疎化と高齢化の進行する和歌
山県の農山村地域において，都市部からの移住者に対す
る製炭技術の伝承の成果について明らかにしている．具
体的には，伝統的な備長炭の生産地である和歌山県の中
部山村地域4市町村において，備長炭の生産よりも高所
得の梅産業が指向されるようになり，備長炭の生産は後
継者不足の危機に瀕していた．新規参入者毎の実態を調
査し分析した結果，4市町村では，和歌山県の施策であ
る緑の雇用促進21 ）の一環として都市住民の定住を促し，
移住者に備長炭の製炭技術が伝授されていたことから，
後継者確保の先駆的事例であると論究されている．しか
し，当研究は移住者が主な調査対象であって，全県的な
行政施策による一定期間に限定された助成事業にもとづ
く後継者確保であり，地域の既存の木炭生産者自身の個
別経営における労働力の再生産や後継者確保に関する実
態の把握にまでは至っていないことが課題として残る．
　また，2008年に甲斐22 ）は，白炭の主産地である和歌
山県，高知県，宮崎県美郷町の木炭生産者を対象にアン
ケート調査を行い，過去10年間の動向や1990年代以降
に増加している中国炭輸入の影響に関して実証し，里山
林の白炭生産への利用の可能性と課題について検討し
た．その結果，3地域の生産者数はほぼ安定しているが，
宮崎県美郷町では高齢化が進んでいたとされた．一方，
和歌山では廃業する人もいる反面，備長炭の人気が追い
風となり，IUターン者の新規就業が多く，若い従事者
も比較的みられたとしている．中国からの木炭輸入が
2003年以降の輸出規制で減少し，国内産白炭への引き
合いが増えたことから，宮崎県美郷町では，今後も生産
継続を希望する生産者が増加していた．しかし，原木の
確保や生産者の高齢化には大きな変化がみられず，それ
らは和歌山県と高知県も同様であり，今後の白炭生産の
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大きな課題であるとしている．また，備長炭を代表とす
る白炭の需要は，当面堅調であると考えられるが，他地
域での白炭生産の展開を検討した場合に，備長炭の生産
にはカシ類が必須であり，その原木資源に乏しい里山林
ではカシ類を育成する森林施業が必要であるとしてい
る．そして，備長炭ほど高品質，高価格ではないが，ナ
ラ類などの広葉樹や竹類でも白炭生産は可能であり，こ
れらを原料とする白炭の需要増加が期待できれば，カシ
類に恵まれない里山林でも白炭生産への途が開かれ，里
山林の保全が図られる可能性があることを示唆した．し
かしながら，当研究は，白炭の中でもカシ類を原木とす
る高品質でブランド化されている備長炭の代表的産地で
ある主要3県を調査対象としている．つまり，ナラ類を
原木とする一般的な白炭の生産地を対象として実態調査
し実証していないことから，特定の先進地域に限定され
た事例研究であり，汎用性に乏しい考察であることが否
めない．
　次に，2008年に鹿野23 ）は，木炭生産量が近年激減す
る中で，全国1位の木炭生産量を誇る岩手県において，
製炭者の2割にあたる46人を対象として聞き取り調査を
行い，同県の木炭生産の現状について明らかにしてい
る．その内容は，木炭生産は主として家族労働で行わ
れ，製炭者の3分の2が農林畜産業との兼業者であると
されている．製炭者の76％が60代以上であり，30代以
下は存在せず，後継者がいるのは全体の24％であった．
原木調達は70％が立木購入とされ，樹種は主としてナ
ラであり，ほとんどの場合，原木不足の問題はなく，切
炭の販売先は移出業者が最も多くみられたとされる．全
体の7割以上が現在の切炭価格は安すぎると感じ，工業
炭，粉炭，木酢液の収益で採算を合わせていた．課題
は，採算性の低さ，製炭者の高齢化，後継者不足であ
り，製炭は経験と勘が頼りであるため，収益が不安定で
あることが後継者への技術の伝承が困難であることとさ
れた．また，新用途木炭や木酢液の需要停滞は，使用効
果の客観的な情報の不足が問題であることを示唆した．
当研究は，木炭生産量が全国1位である岩手県の木炭生
産者の実態に迫り，現状を詳細に把握し，重要点を簡潔
にまとめて課題を明確にしている．一般的に黒炭価格は
白炭価格に比べて低いことなどから，黒炭生産の経営の
困難性を浮き彫りにした．しかし，当研究は豊富な広葉
樹資源を有する岩手県のもつ特徴を背景として，木炭生
産者の経営問題に主眼が置かれており，木炭生産に端を

発して森林資源の現状や管理問題への言及には至ってい
ない．
　最後に，2017年に松岡ら24 ）は，かつて和歌山県の備長
炭の生産技術の影響を受けて，炭窯が省力化・大型化さ
れ，独自の発展を遂げてきた高知県において，近年，白
炭の生産量が増加していることに着目した．高知県にお
いて，生産が拡大する土佐備長炭の生産体制の現状と新
興産地の課題を明らかにしている．調査は2000年代後半
に組織された高知県内の3つの生産団体を対象に聞き取
りを実施している．その結果，今後の土佐備長炭の生産
量や産地の拡大のためには，新興産地の新規参入者の生
産の継続が必要であり，そのためには，生産の組織化・
協業化を図り生産性を高めれば，ウバメガシ以外の製炭
や生産物の多品目化へと展開できること，さらに，複数
の生産団体で資源調達を共通化し，窓口を一本化するこ
とで，素材生産側などとの交渉能力も高まり，安定的な
資源調達ができることを示唆している．当研究は，近年，
白炭の生産量が増加傾向にある高知県の備長炭の産地に
おいて，3つの生産団体を対象として実態を把握し，各
団体の比較分析をしながら，今後の製炭者の協業化と薪
炭林の利用拡大の可能性について論じている点で新規性
のある研究である．しかし，製炭者は，製炭技術習得後
には，一般的に世帯毎に独立した自営業者として成立し
ている場合が多く，実際上では競合化し利害関係に縛ら
れる中で，製炭者同士での協業化が可能かどうかの疑問
は残る．製炭者同士での協業化が展開されている実態的
な既存事例を実証できれば説得力のある考察となろう．
　以上，わが国の最大量を誇る備長炭（白炭）や黒炭の
生産地における木炭生産者に関する近年の状況を実証し
た希少な研究である．しかしながら，備長炭は高品質で
高価格であり，わが国において主要産地が極めて限定さ
れ，高級品としてブランド化されている．また，黒炭の
国内最大量の生産地である岩手県は豊富で広大な広葉樹
資源を賦存している条件などがある．したがって，わが
国のごく限られた特定の主要産地は，多くの一般的な白
炭や黒炭の生産地とは，際だって別格であり，そこで内
包する課題は汎用性が高いとは言い切れないであろう．
さらに，近年，ナラ枯れ被害が全国的に増加する中にお
いて，ナラ枯れ被害の木炭生産への影響に関して実態を
調査した研究は少ないといえる．
　そこで，本研究では，第1に，近年，全国的に最も大
きいナラ枯れ被害を被った時期があること．第2に，現
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在，白炭の生産量が全国6位の43.6tであり，生産者数
は全国5位の28人を数え，わが国の白炭の生産量の比較
的上位に位置し，一定の生産量があり生産者が存在して
いること．第3に，カシ類を原木とするブランド化され
た備長炭ではなく，ナラ類を原木とする一般的な白炭の
生産であること．以上の条件を満たす山形県を対象とし
て，ナラ枯れ被害の木炭生産への影響や木炭生産者の実
態について把握し，今後の課題について考察した．

2．研究方法

　研究方法について，本稿構成にもとづく論理展開にし
たがって，全5章を章毎に順を追って次の通り示す．は
じめにⅠでは，近年の木炭生産の動向とナラ枯れ被害に
よる森林資源の荒廃などの現状と木炭生産者に関する近
年の先行研究を検証しながら研究の背景と課題について
明確にする．続いてⅡでは，全国と山形県と調査地にお
けるナラ枯れ被害に関する近年の動向について，統計資
料等を用いた時系列分析によって傾向を把握する．ま
た，山形県と調査地の樹種別樹林地面積の現状について
も統計資料を元に把握する．Ⅲでは，全国の木炭生産量
の動向，都道府県別の木炭の生産と生産体制の現状，山
形県の木炭生産量の動向と山形県内の市町村別の木炭生
産の現状等について，統計資料等を用いた時系列分析と
現状分析によって傾向を把握する．Ⅳでは，山形県飯豊

町木炭生産組合の組合員世帯を対象に2017年10月に実
施したアンケートおよび聞き取り調査の集計結果にもと
づいて，木炭生産者の生産活動の実態と今後の意向につ
いて分析する．特に，調査項目に応じて，世帯概要と製
炭業就業の経緯，木炭生産の現状とナラ枯れ被害木の原
木利用の状況，木炭の販売動向と自家利用の状況，今後
の経営意向と後継者問題に関して各節に整理して分析を
行う．最後にⅤでは，飯豊町木炭生産組合の実態を踏ま
え，直面している問題の核心を整理しながら，今後の課
題について世界的な視座にもとづいて考察を行う．

Ⅱ　全国と山形県におけるナラ枯れ被害の近年の動向

1．木炭の原木樹種とナラ枯れ被害の近年の全国的動向

　岸本定吉は，木炭の樹種による区分として，“樹種名
は細かに分類するほど木炭の特性が明らかになるので望
ましいが，実際はあまり細かく分類しては不便になるの
で利用上さしつかえない範囲で大きく分類し，クヌギ，
ナラ，カシ，マツ，クリくらいに分類して，その他の樹
種は「雑」としている．” 25 ）と解説している．これらの
樹種はわが国で木炭の主な原木として長く利用されてき
た歴史があり，集落近郊にある薪炭林，近年では里山林
といわれる森林を主に構成している樹種である．
　一方，近年のナラ枯れ被害は，“とくに枯死被害が大

図－1　全国のナラ枯れ被害材積の推移
資料：林野庁「全国のナラ枯れ被害量（被害材積）の推移」より作成
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きい樹種はミズナラとコナラで，とりわけミズナラが枯
死しやすく，ブナ属を除く日本産ブナ科の全ての属で枯
死が見られる．” 26 ）とされており，枯死被害の多い樹種
には，“ウバメガシ（コナラ属コナラ亜属ウバメガシ節），
クヌギ・アベマキ（同属同亜属クヌギ節），カシワ・ミ
ズナラ・コナラ（同属同亜属コナラ節），イチイガシ・
アカガシ・アラカシ・ウラジロガシ・シラカシ（同属ア
カガシ亜属），クリ（クリ属），スダジイ・ツブラジイ

（シイ属），マテバシイ（マテバシイ属）” 27 ）であること
が報告されている．つまり，前述した木炭の原木として
わが国で利用されてきたほとんどの樹種が被害の対象と
なっている．
　図－1に2000年から2016年にかけての全国のナラ枯
れ被害材積の推移を示した．同図によると，2000年の
3.2万㎥から被害材積量が増加傾向にあり，2010年には
ピークとなる32.5万㎥を数え，この10年間で10倍へと
被害が大きく広がった．しかし，その後は減少傾向にあ
り，2014年には4.1万㎥にまで減少し，被害が抑制され
つつあったが，2015年にはその2倍となる8.3万㎥とな
り，2016年にも8.2万㎥と，再び被害が大きく減少する
ことなく継続している．したがって，近年のナラ枯れ被
害の全国的傾向としては，被害のピークを過ぎて小康状
態にあった．しかし，直近では被害が増加に転じた後に
も被害量は維持されており，沈静化していた被害地の被
害再発や，被害地の北進による被害の拡大28 ）29 ）などに
よって，今後も被害の収束への見通しが立たず，予断を
許さない状況にあると考えられる．
　続いて，表－1に2012年から2016年にかけての5年間
における府県別ナラ枯れ被害材積の近年の推移を示し
た．同表によると，2012年は，山形県が全国1位の被害
材積量となる1万7,900㎥を数え，全国合計のうちの2割
以上をも占めていた．その後は2015年にかけて減少傾
向にあったが，2016年には増加に転じ，2015年の2倍以
上となっている．
　各地方別にみると，東北地方においては，この5年間
で岩手県と秋田県との被害の増加が顕著である．岩手県
は，2012年から2016年にかけて一貫して増加している．
同様に，秋田県においても，2012年から2016年にかけ
て一貫した増加がみられ，2016年の被害材積量の1万
5,900㎥は，奈良県の1万7,900㎥に次いで全国2位であ
り，全国合計のうちの約2割を占めた．この5年間の期
間中に，山形県の県境を越えて北進し秋田県へ被害が波

及したことが推測される．
　北陸地方の県は5年間で全般的に減少傾向にあり，被
害材積量も5年間を通じて1,000㎥未満である場合が多
く，被害は低位にとどまっている．
　中部地方の県においても5年間を通じて減少傾向にあ
り，2016年の被害材積量は1,000㎥未満へと減少してい
る．

表－1　府県別ナラ枯れ被害材積の近年の推移
単位：1,000㎥

府県名 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
青森県 ─ ─ ─ ─ 0.1
岩手県 0.0 0.8 0.9 2.0 5.3
宮城県 0.6 3.6 3.0 3.9 2.5
秋田県 3.7 5.1 6.1 10.4 15.9
山形県 17.9 7.7 2.8 2.4 5.1
福島県 3.1 2.2 3.2 3.5 3.9
群馬県 0.0 0.0 ─ 0.0 0.0
新潟県 1.6 0.6 0.2 0.1 0.1
富山県 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0
石川県 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0
福井県 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2
長野県 2.9 1.5 1.6 0.8 0.2
岐阜県 4.7 1.0 2.9 0.2 0.1
静岡県 0.2 0.6 0.5 1.6 0.9
愛知県 13.6 3.2 1.1 3.4 1.2
三重県 1.0 0.7 0.6 0.7 1.0
滋賀県 2.9 2.8 1.2 0.8 0.3
京都府 17.0 11.5 3.0 2.4 2.3
大阪府 2.2 2.3 3.6 12.4 5.7
兵庫県 1.0 0.5 0.8 2.8 4.8
奈良県 0.7 1.0 0.9 3.4 17.9

和歌山県 0.1 0.1 0.2 0.4 0.2
鳥取県 1.6 2.1 3.8 12.9 5.5
島根県 2.2 2.3 2.3 1.3 0.8
岡山県 0.3 0.1 0.2 0.5 0.8
広島県 1.4 1.1 0.8 0.4 1.0
山口県 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
徳島県 ─ ─ ─ 0.1 0.1
高知県 ─ ─ ─ 0.0 0.0
長崎県 ─ ─ ─ ─ 0.2
宮崎県 0.0 0.2 0.2 5.0 1.0

鹿児島県 2.6 0.6 0.5 11.0 4.3
計 83.3 52.2 41.0 82.8 81.6

資料： 林野庁「都道府県別ナラ枯れ被害量（被害材積）の推移 
（総数）」より作成

　注：1）都道府県毎に小数点以下第二位を四捨五入した．
　　　2）計の不一致は四捨五入の関係による．
　　　3） 被害発生がない場合は“─”，被害発生が50㎥未満の場合

は“0.0”と表記している．
　　　4） 47都道府県のうちの15道都県は，元資料に記載が無いた

め記していない．
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　東海地方では，2012年に愛知県が1万3,600㎥の被害
材積量を記録し，当時，全国1位の山形県と全国2位の
京都府に次いで，全国3位の規模であったが，その後は
減少傾向にあり，2016年には1,200㎥となり，被害が沈
静化しつつあると考えられる．また，東海地方のその他
の県は比較的減少傾向にある県が多い．
　近畿地方は，京都府が2012年に全国2位となる1万
7,000㎥もの被害材積量であったが，その後は2016年に
かけて一貫して減少傾向にある．しかし，近畿地方では
京都府以外の他県の多くが増加傾向にある．特に奈良県
は，2012年から2016年にかけて増加傾向にあり，2016
年は全国1位の被害材積量である1万7,900㎥となり，全
国合計のうちの2割以上を占めるに至っている．
　中国地方は，鳥取県が2012年から2015年にかけて増
加し，2015年は全国1位の1万2,900㎥もの被害材積量と
なるまで増加したが，2016年にはそれから半減してい
る．このように中国地方では鳥取県が最も高い被害材積
量であり，その他の県は5年間を通じて微増と微減を繰
り返しているが，2016年には被害材積量は1,000㎥以下
と低位である．
　四国地方は，徳島県と高知県が2015年から2016年に
かけて新たに被害が生じているものの，両県ともに被害
材積量は100㎥以下であり現段階ではごく低位にとどま
っている．
　九州地方は，鹿児島県が2012年から2014年にかけて
減少傾向にあったが，2015年には被害材積量が1万
1,000㎥となり被害の拡大がみられた．この被害材積量
は，2015年の全国1位の鳥取県，全国2位の大阪府に次
いで，全国3位の規模であり，全国合計のうちの1割以
上を占めていた．しかし翌年の2016年には被害材積量
は半減以下となっている．また，九州地方でのその他の
県では，長崎県が2016年に200㎥の被害材積量が生じて
おり，低位ではあるが新たに被害が発生している．

2．�山形県と調査地の樹種構成とナラ枯れ被害の近年の
推移

　前節において，山形県は2012年に全国1位のナラ枯れ
被害材積量となり，当時の全国合計のうちの2割以上を
占めていたことが明らかであった．そこで，本節では，
近年，全国的にも顕著な拡大がみられた山形県のナラ枯
れ被害の動向について検討する．

　まず，山形県全体の樹種構成について把握するため，
表－2に山形県と調査地の樹種別樹林地面積を示した．
同表から，山形県の樹林地面積を100％（62万3,596 ha）
とすると，人工林面積は29.4％であり，天然林面積は
70.6％である．なお，統計の把握時期が異なるが，直近
の森林・林業白書30 ）によると，東北地方6県において
は，山形県は人工林面積が最も小さいが，天然林面積は
岩手県，福島県に次ぐ大きさである．山形県において特
用林産物の産出が全国有数の種類と量を誇れるのは，単
一樹種の一斉造林による拡大造林が必要以上に進展せず
に，天然林資源が豊富に存在していることに起因してい
ると考えられる．こうした天然林の中でも，ブナが15
万667 haと最も大きい樹種面積（その他を除く）を占め
ている．ちなみに青森県と秋田県にまたがる白神山地の
ブナ林が世界遺産に登録されているが，青森県は天然林
の広葉樹のブナの面積が9万8,534 ha31 ）であり，秋田県
は同様に10万8,093 ha32 ）である．したがって山形県のブ
ナの天然林は（面積での比較では），世界遺産に匹敵す
る貴重な天然資源であると考えられる．こうしたブナに
次いで，天然林で面積が大きいのはクヌギ・ナラの1万
5,904 haであり，薪炭材の代表的な樹種が一定の賦存量
を有している．
　また，本研究で調査地とする4市町（長井市，白鷹町，
飯豊町，小国町）33 ）において，樹林地面積は，大きい順
に，小国町6万3,163 ha，飯豊町2万6,167 ha，長井市1
万3,407 ha，白鷹町9,912 haである．白鷹町のみが天然
林面積よりも人工林面積の方が大きいが，他の市町は全
て人工林面積よりも天然林面積の方が圧倒的に大きい．
長井市は最も人工林面積が小さく，人工林化が進展して
いないことから，樹林地の天然林面積に占める割合が高
い．とりわけ，長井市の樹林地面積は小国町の2割程度
の規模ではあるが，天然林の広葉樹のクヌギ・ナラの面
積は1,110 ha（山形県全体の7.0％）を有し，小国町の
2,090 ha（同13.1％）の半分以上に値している．
　樹種別に県全体の面積に占める市町毎の面積の割合に
ついてみると，4市町の計では，樹林地面積は山形県全
体の18.1％，人工林面積は同12.3％，天然林面積は同
20.4％，広葉樹のクヌギ・ナラ面積は同22.4％を占めて
いる．2000年当時は山形県内に44市町村34 ）が存在して
いたが，これら4市町だけで山形県全体の2割以上もの
薪炭林面積を抱えていることになる．
　なお，小国町は樹林地面積6万3,163 haのうち天然林
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のブナ面積は3万509 haであって，全樹林地面積のうち
の約半分を占めており，山形県全体のブナ面積の20.2％
を占めている．こうした小国町の豊富なブナ林は，地域
住民が日常生活や農民的林野利用を営むために不可欠で
貴重な水源林であるが，かつて小国町の国有林におい

て，ブナ林伐採禁止をめぐる訴訟問題35 ）が起きている．
　以上，山形県と調査地の樹種別樹林地面積の現状につ
いて表－2によって把握した上で，山形県のナラ枯れ被
害の近年の動向について把握するため，図－2に1991年
から2017年にかけての山形県と調査地のナラ枯れ枯死

0
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250,000

1991 1995 2000 2005 2010 2015 2017

山形県 長井市 白鷹町 飯豊町 小国町

（本）

（年度）

図－2　山形県と調査地のナラ枯れ枯死本数の推移
資料：山形県森林研究研修センター「平成29年度までのナラ枯損被害の推移 平成29年度成果情報 2018年」より作成

表－2　山形県と調査地の樹種別樹林地面積
単位：ha，％

県および
市町村名

合計
人工林 天然林
　計 　計
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実数
山形県 623,596 183,304 158,750 91 10,717 11,597 63 47 13 116 1,910 440,292 8,678 7,863 15,904 150,667 257,180

長井市 13,407 1,915 1,496 ─ 292 92 ─ ─ ─ ─ 35 11,492 292 166 1,110 2,473 7,451
白鷹町 9,912 5,491 4,503 ─ 732 239 ─ ─ ─ 6 11 4,421 115 70 81 475 3,680
飯豊町 26,167 5,261 4,809 ─ 264 106 ─ ─ ─ 3 79 20,906 300 126 275 4,530 15,675
小国町 63,163 9,958 9,086 2 80 708 ─ ─ ─ ─ 82 53,205 39 652 2,090 30,509 19,915

計 112,649 22,625 19,894 2 1,368 1,145 0 0 0 9 207 90,024 746 1,014 3,556 37,987 46,721
割合

山形県 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
長井市 2.1 1.0 0.9 ─ 2.7 0.8 ─ ─ ─ ─ 1.8 2.6 3.4 2.1 7.0 1.6 2.9
白鷹町 1.6 3.0 2.8 ─ 6.8 2.1 ─ ─ ─ 5.2 0.6 1.0 1.3 0.9 0.5 0.3 1.4
飯豊町 4.2 2.9 3.0 ─ 2.5 0.9 ─ ─ ─ 2.6 4.1 4.7 3.5 1.6 1.7 3.0 6.1
小国町 10.1 5.4 5.7 2.2 0.7 6.1 ─ ─ ─ ─ 4.3 12.1 0.4 8.3 13.1 20.2 7.7

計 18.1 12.3 12.5 2.2 12.8 9.9 0.0 0.0 0.0 7.8 10.8 20.4 8.6 12.9 22.4 25.2 18.2
資料：農林水産省「2000年世界農林業センサス第1巻都道府県別統計書林業編06山形県」より作成
　注：1）樹林地（森林計画面積）の面積である．
　　　2）割合は，樹種別樹林地面積毎に山形県全体を100％としたときの市町毎の占める値として算出した．
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本数の推移について示した．同図によると，山形県全体
では，1991年には枯死本数は600本であったが，その後
は毎年増減を繰り返しながら増加傾向を示し，2000年
には1万本を超えて1991年の17倍となる1万200本を記
録している．それ以降も被害の拡大が続き，2005年に
は4万5,507本と5年間で4倍以上となった．2006年に
は，前年の約4分の1となる1万1,773本にまで減少した
ものの，その後も増加傾向を示し，2010年にはピーク
となる21万2,198本を記録している．ピークを過ぎて，
2011年の14万429本から2015年の8,067本にかけては減
少したが，2016年には1万6,261本と前年の2倍に増加
し，2017年においても1万4,497本となり，最近での被
害は大きく減少しておらず継続している．
　調査地である4市町の枯死本数をみると，最も早い時
期に多くの被害がみられたのが小国町であり，2005年の
439本から被害が急激に拡大し，2009年にはピークとな
る7万4,961本を記録した．同本数は当年の山形県全体
の44.0％を占めるに至っている．その後は一貫して減少
し，2016年には0本となり，2017年にも0本となってお
り，現在では被害は収束している．小国町に隣接する飯
豊町は，2006年の5本から増加し，2010年に3万3,963本
とピークとなったが，その後は減少傾向にあり，2017年
は10本にとどまっている．長井市においても飯豊町と
同様に小国町に隣接しており，同市は2005年の4本から
急激に増加し続け，2010年にはピークとなる6万1,996
本を数え，当年の山形県全体の29.2％を占めた．その後
は減少傾向にあり，2017年は0本となり現在は被害が収
まっている．白鷹町は，2006年の1本から増加し，2009
年は4,025本を数え，2010年にピークとなる4,395本と
なり，2011年には若干減少したものの4,026本であり，
この3年間において被害が継続していたが2017年には3
本となり，現在，被害は沈静化している．
　以上から，4市町は枯死本数のピークとなる2009年か
ら2010年にかけての時期を中心として甚大な被害を被
っており，表－2でみたとおり，ナラの面積が多い小国
町，長井市の被害量が多い．また，4市町毎の枯死本数
のピーク年の推移をみると，小国町から飯豊町，長井
市，白鷹町へと移行しており，被害の北進が明確であ
る．

Ⅲ　全国と山形県における木炭生産の動向

1．全国の木炭生産の動向

　第二次世界大戦後のわが国の木炭に関係する特用林産
物全般の生産動向について把握するため，表－3に1960
年から2016年にかけての薪炭関係特用林産物の全国生
産量の推移を示した．同表によると，木炭の生産量は，
1962年の原油の輸入自由化に始まるいわゆる1960年代
のエネルギー革命によって，1960年から1970年にかけ
て11.9％へと縮小し激減した．その後も減少傾向にあり，
1973年に10万tをはじめて割り，1978年にかけて一貫
して減少していた．しかし，1973年の第1次石油危機と
1979年の第2次石油危機の影響を受けて，1979年には
1960年以降で始めて増加に転じている．エネルギー利
用が海外の石油依存から国内資源にもとづく自給自足へ
と見直されたことから，その後，若干の増減を繰り返し
ながらも，1990年まで3万t台を維持した．翌年の1991
年には大きく増加し，バブル景気崩壊後の1993年には
1975年以降で始めてピークとなる7万2,662tを数え，
1994年にも同程度の生産量を維持するなど，1990年代
前半の景気後退期には木炭が見直され，比較的高い生産
量が維持されていた．しかし，1990年代半ば以降から
中国をはじめとする東南アジア諸国からの輸入木炭が増
加36 ）したため，価格競争の関係から輸入量に反比例し
て日本国産の木炭生産量は減少し続けている．中国は，
2003年に木炭の輸出禁止措置を講じ，中国国内の森林
保全等を目的として，2004年10月から木炭輸出を全面
禁止した．しかし，完全に輸出が停止されたわけではな
く，その後，中国から日本への木炭の輸入量は減少した
ものの，一定量は輸入され続けており，日本国産の木炭
生産量は，2015年に2万tを割り込み，2016年には1万
6,769tの生産量となっている．
　竹炭は，木炭よりも多孔性が高く，燃料材よりも吸着
材や浄化材として利用される場合が多い．竹炭の生産量
は，1997年から2003年にかけては増加傾向にあり，
2003年にピークとなる1,981tを数えた．しかし，その後
は減少傾向にあり，2016年は411tに落ち込んでいる．
現在，西日本地方では竹林が隣接する宅地等への侵出被
害が問題37 ）となっており，有効利用について関係学会
誌において研究報告38 ）されているが，十分な解決に至
っていない．今後は産学官民が連携して，竹林の伐採と
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表－3　薪炭関係特用林産物の全国生産量の推移

年度 木炭
（t）

竹炭
（t）

オガ炭
（t）

オガライト
（t）

薪
（1,000層積㎥）

木酢液
（㎘）

竹酢液
（㎘）

1960 1,503,592 ─ ─ ─ 5,789 ─ ─
1961
1962
1963
1964
1965

1,264,289
1,116,243

900,388
792,267
593,113

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

─
─
─

184,500
265,500

5,062
4,590
4,335
3,654
2,957

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

1966
1967
1968
1969
1970

516,833
450,305
360,912
251,027
178,233

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

382,500
504,000
840,000
945,000
939,420

2,686
2,207
2,019
1,404
1,032

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

1971
1972
1973
1974
1975

165,887
126,371
83,065
74,812
70,412

─
─
─
─
─

─
─
─
─

16,000

912,465
789,945
752,794
746,332
518,119

766
586
504
435
339

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

1976
1977
1978
1979
1980

54,591
43,305
35,957
36,828
35,298

─
─
─
─
─

─
─
─
─

10,000

471,080
427,872
353,385
310,007
317,347

307
308
192
171
151

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

1981
1982
1983
1984
1985

37,505
35,196
32,994
31,756
32,255

─
─
─
─
─

─
─
─

11,733
12,825

269,886
245,523
218,685
227,822
205,614

167
167
166
149
138

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

1986
1987
1988
1989
1990

35,256
35,386
35,236
36,284
35,399

─
─
─
─
─

12,853
11,144
13,173
15,175
21,067

180,913
157,444
145,815
130,740
122,456

169
161
150
166
165

─
─
─
─
─

─
─
─
─
─

1991
1992
1993
1994
1995

66,588
71,619
72,662
72,475
69,896

─
─
─
─
─

14,971
13,701
9,674

13,266
12,382

109,624
104,810
94,503
75,129
63,390

168
162
151
141
161

─
─

6,379
6,810
6,722

─
─
─
─

155
1996
1997
1998
1999
2000

66,611
59,948
58,000
65,781
54,947

─
1,222

955
1,165
1,510

11,222
10,587
9,627
8,221

10,971

48,185
40,332
39,792
34,827
40,819

141
111
104
174
80

6,274
5,546
4,899
6,351
7,171

149
161
355
353
422

2001
2002
2003
2004
2005

50,210
40,459
37,735
35,921
33,547

1,668
1,790
1,981
1,566
1,482

11,278
12,849
11,270
9,820
9,890

40,033
38,287
30,549
19,302
11,409

67
60
37
37
37

5,939
5,890
4,491
3,680
3,110

461
528
696
649
581

2006
2007
2008
2009
2010

31,321
28,832
26,740
24,976
25,066

1,350
1,268
1,150

897
822

9,674
8,924
9,418
8,576
8,207

15,430
12,051
10,759
5,767
2,595

33
36
45
51
85

3,378
3,027
2,727
2,323
2,283

521
424
407
357
284

2011
2012
2013
2014
2015

22,124
22,646
21,409
20,281
17,723

1,058
1,002
1,119

599
499

8,044
6,615
7,060
6,869
7,643

1,225
1,051

435
318
261

88
62
75
85
72

2,141
2,136
2,134
2,100
2,497

287
242
232
213
185

2016 16,769 411 6,553 185 83 2,774 203
資料：林野庁「平成28年特用林産基礎資料」より作成
　注：1）木炭，薪の1972年までの生産量は，農林省統計表による．
　　　2）木炭は，1991年から粉炭を含み，1997年から竹炭を除く．



66

山形大学紀要（農学）第 18 巻　第 2号10

竹材の竹炭利用等について有効な対策を講じる必要があ
ろう．
　オガ炭は，オガライトを炭化させた木炭であり，安価
で火力が安定していることから，炭火焼き料理を提供す
る飲食店などでの営業用として利用される場合が多い．
オガ炭の生産量は，1980年代後半はバブル景気の影響
で増加し，1990年にはピークとなる2万1,067tを数えた．
しかし，その後は減少し，1990年代から2000年代前半
にかけては1万tを前後しながら増減を繰り返して低迷
していた．オガ炭も木炭と同様に近年は東南アジア諸国
からの輸入量が増加した影響を受けて，2000年代後半
以降は減少傾向にあり，2016年は6,553tとなっている．
　オガライトは，製材工場から出るオガ粉を加熱圧縮し
成型した薪39 ）である．オガライトの生産量は，1964年
からピークとなる1969年まで一貫して増加し，1969年
に94万5,000tを数えた．ピーク以降も1971年にかけて
の3年間は90万台tを維持していた．しかし，その後は
減少傾向にあり，1979年にはピーク時の3分の1以下と
なり，さらに1993年には10万tを割っている．その後
も減少に歯止めがかからず，2009年には1万tを割り，
2016年には，わずか185tにまで落ち込んでいる．
　薪の生産量は，1960年から2006年にかけて長期的な
減少傾向にあった．しかしその後，2011年にかけては
微増傾向にあり，2012年以降も大幅な減少はなく微増
微減を繰り返し，2016年は8万3,000㎥となっている．
近年では営業用の薪の需要40 ）も一定の増加がみられる．
なお，公式的な統計には反映されていないが，家庭用の
薪の自給生産は，寒冷地の農山村地域を中心として各地
で行われていることもとどめておく必要がある．
　木酢液や竹酢液は，木炭や竹炭を生産する際に副産物
として得られ，土壌改良資材，農薬的利用，衛生的利用41 ）

などに活用されているが，効能が未解明な部分もあり，
今後は利用拡大の可能性が期待されている．木酢液の生
産量は，1993年から1990年代後半にかけては減少した
が，2000年には7,171㎘とピークに達した．その後は，
2014年にかけて減少傾向にあったが，2015年以降は増
加し2016年は2,774㎘となっており，最近では木酢液の
生産量が回復している．また，竹酢液の生産量は，1995
年から2003年の696㎘のピークに達するまで増加傾向に
あったが，その後は2015年にかけて減少傾向にあり，
2016年には微増して203㎘となっている．
　以上の木炭に関係する特用林産物全般の全国的な生産

動向を踏まえた上で，次に，都道府県別の木炭生産の状
況について統計資料から把握する．
　まず，表－4に2016年の木炭の種類別都道府県別生産
量の順位について示した．白炭の生産量は，土佐備長炭
の産地である高知県が全国1位の1,186.3tであり，全国
の白炭の生産量の37.9％を占めている．全国2位は紀州
備長炭の産地である和歌山県の1,179.3tであり，高知県
と同程度の生産量であるが，同じく全国の白炭の生産量
37.7％を占めており，これら2県の生産量だけで，全国
の白炭の生産量の75.7％をも占め，全国を代表する白炭
の産出県である．全国3位は日向備長炭の産地である宮
崎 県 の357.9tで あ り， 続 い て， 全 国4位 は 大 分 県 の
118.5tであって九州地方の生産量も高いが，全国5位は
岩手県の58.5t，全国6位は本研究の調査対象地である山
形県の43.6tである．したがって，白炭の全国的な生産
量は東北地方の一部の県も上位を占めている．
　黒炭の生産量は，全国1位が岩手切炭の産地である岩
手県の3,258.6tであり，全国の黒炭の生産量の45.0％を
占めている．全国2位は北海道の1,274.5tであり，同様
に17.6％を占めている．全国3位は鹿児島県の561.6tで
あり，全国4位は樫木炭の産地である熊本県で469.2tで
あり，白炭と同様に全国3位と全国4位は九州地方の県
である．全国5位は，福島県の169.5tであり，全国6位
は宮城県の155.9tであるから，白炭と同様に黒炭の生産
量においても東北地方の一部の県も上位にある．
　白炭は全国の都道府県のうちの半数の24都府県にお
いて3,126.2tが生産されているが，黒炭は47都道府県の
全てにおいて，白炭の2倍以上の生産量となる7,248.3t
が生産されている．
　なお，高知県は，白炭の生産量は全国1位で1,186.3t，
黒炭の生産量は全国10位で96.2tであるのに対して，和
歌山県は，白炭の生産量は全国2位で1,179.3t，黒炭の
生産量は全国44位で3.2tであるから，高知県は白炭だ
けではなく黒炭も一定量生産されているが，和歌山県で
は白炭の生産に特化42 ）していることが明らかである．
　また，竹炭は，全国1位が福岡県の197.3tであり，全
国の竹炭の生産量のうちの約半数となる48.0％を占めて
いる．全国2位は静岡県の22.2tであり，続いて全国3位
は熊本県の19.3t，全国4位は鹿児島県の19.0t，全国5位
は宮崎県の17.6tと九州地方の多く県が上位を占めてい
る．
　粉炭は，生産が盛んである島根県43 ）が全国1位の
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表－4　木炭の種類別都道府県別生産量の順位（2016年）
単位：t

都道府県 白炭 都道府県 黒炭 都道府県 竹炭 都道府県 粉炭
高知 1,186.3 岩手 3,258.6 福岡 197.3 島根 1,772.0

和歌山 1,179.3 北海道 1,274.5 静岡 22.2 奈良 1,040.0
宮崎 357.9 鹿児島 561.6 熊本 19.3 長野 791.1
大分 118.5 熊本 469.2 鹿児島 19.0 岐阜 630.0
岩手 58.5 福島 169.5 宮崎 17.6 宮崎 457.0
山形 43.6 宮城 155.9 徳島 17.5 岩手 398.0
愛媛 40.3 茨城 122.6 山口 15.0 北海道 338.2
三重 33.4 沖縄 107.5 高知 10.5 福井 292.0
長野 26.2 栃木 107.4 山梨 7.0 愛知 126.8
兵庫 15.1 高知 96.2 千葉 6.6 香川 108.5
新潟 14.8 群馬 85.5 大分 6.6 山形 105.7
青森 13.3 静岡 70.2 愛媛 6.2 秋田 104.2
宮城 11.0 石川 66.1 佐賀 6.1 鹿児島 55.0
栃木 10.0 青森 65.0 埼玉 6.0 熊本 46.3
福島 7.5 長崎 63.9 愛知 6.0 青森 39.4
東京 3.2 大分 53.5 京都 5.2 高知 16.2
秋田 2.0 兵庫 45.8 群馬 5.1 石川 15.9
京都 1.9 長野 43.2 香川 5.0 宮城 15.0
山口 1.5 岐阜 38.2 広島 4.6 千葉 11.6
福井 0.7 埼玉 33.7 岐阜 3.1 群馬 7.7
熊本 0.5 宮崎 32.4 沖縄 2.8 栃木 5.5
山梨 0.4 福井 29.8 岡山 2.7 福島 4.9
群馬 0.2 山口 29.5 兵庫 2.6 沖縄 3.8
福岡 0.1 愛媛 26.3 山形 2.5 神奈川 2.9

北海道 ─ 福岡 22.1 新潟 2.3 新潟 1.9
茨城 ─ 徳島 19.9 栃木 2.2 静岡 1.2
埼玉 ─ 山形 19.5 島根 2.1 佐賀 1.2
千葉 ─ 富山 18.3 奈良 2.0 京都 0.9

神奈川 ─ 愛知 18.2 鳥取 1.8 富山 0.8
富山 ─ 京都 17.2 宮城 0.9 兵庫 0.4
石川 ─ 神奈川 15.3 福井 0.7 徳島 0.3
岐阜 ─ 島根 14.2 和歌山 0.7 茨城 ─
静岡 ─ 東京 12.7 長野 0.5 埼玉 ─
愛知 ─ 新潟 11.9 富山 0.4 東京 ─
滋賀 ─ 大阪 10.3 秋田 0.3 山梨 ─
大阪 ─ 千葉 8.8 石川 0.2 三重 ─
奈良 ─ 秋田 8.6 長崎 0.2 滋賀 ─
鳥取 ─ 滋賀 7.6 茨城 0.1 大阪 ─
島根 ─ 山梨 7.3 北海道 ─ 和歌山 ─
岡山 ─ 奈良 7.1 青森 ─ 鳥取 ─
広島 ─ 岡山 6.3 岩手 ─ 岡山 ─
徳島 ─ 香川 4.6 福島 ─ 広島 ─
香川 ─ 三重 4.0 東京 ─ 山口 ─
佐賀 ─ 和歌山 3.2 神奈川 ─ 愛媛 ─
長崎 ─ 鳥取 2.7 三重 ─ 福岡 ─

鹿児島 ─ 広島 2.1 滋賀 ─ 長崎 ─
沖縄 ─ 佐賀 0.3 大阪 ─ 大分 ─
計 3,126.2 計 7,248.3 計 410.9 計 6,394.4

資料：林野庁「平成28年特用林産基礎資料」より作成
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1,772.0tであり，全国の粉炭の生産量の27.7％を占めて
いる．続いて，全国2位は奈良県の1,040.0t，全国3位は
長野県の791.1t，全国4位は岐阜県の630.0t，全国5位は
宮崎県の457.0tである．全国の粉炭の生産量は，白炭の
生産量の2倍以上であり，黒炭の生産量に次ぐ水準にあ
る．また，粉炭は全都道府県のうちの3分の2を占める
31道府県で生産されている．農家において，施用法や
輸送コストの面で課題が多かった従来の炭よりも，粉状
の粉炭にすることで作業が楽になり，土壌混和され偏り
なく施用できるために，野菜などの品目の連作障害回避
や地力維持に効果が期待されることから，粉炭を土壌改
良資材として利用する農家が近年増えている44 ）とされ
ている．
　次に，表－5に木炭の種類別都道府県別の生産者数・
炭窯数・経営体数について示した．白炭は表－4でみた
通り，生産量では高知県と和歌山県が同程度であったが，
生産者数では和歌山県が全国1位の154人である．高知
県は全国2位の長野県の68人，全国3位の宮崎県の57人
に次いで，全国4位の48人であって，高知県の生産者数
は和歌山県の3分の1以下の人数である．炭窯数は和歌
山県が166，高知県は69であり，和歌山県の2分の1以
下である．経営体数は和歌山県が146，高知県は35であ
り，和歌山県の4分の1以下である．したがって，高知
県は和歌山県に比べて，1経営体（1生産者）当たりの
生産量が3～4倍多いといえる．前述した先行研究45 ）の
論証の通り，高知県はかつて和歌山県の製炭技術の影響
を受けて，炭窯は省力化・大型化され，白炭の生産量が
増加したことが関係していると考えられる．また，山形
県は全国5位であり，生産者数28人，炭窯数27，経営
体数28となっている．
　黒炭は，表－4でみたとおり，生産量の全国1位が岩
手県の3,258.6tであるが，生産者数においても，岩手県
が全国1位で454人と圧倒的に多く，炭窯数の412と経
営体数の188も同様に全国1位を誇っている．また，生
産量の全国2位は北海道の1,274.5tであるが，生産者数
では，全国4位で99人，炭窯数は77，経営体数は40で
あるから，1経営体当たりの生産量では，北海道が岩手
県よりも多いといえる．
　統計上では，白炭は，生産者数と経営体数との差が小
さい都府県が多く，1つの経営体に従事する生産者数が
少ない傾向にある．一方で，黒炭は，生産者数と経営体
数との差が大きい都道府県が多く，経営体数よりも生産

者数の方が多くみられ，1つの経営体に従事する生産者
数が多い傾向にあるといえる．
　竹炭は，福岡県が全国1位の生産量の197.3tであるが，
生産者数では，全国19位で7人，炭窯数は7，経営体数
はわずか5である．生産者数の全国1位は，山口県の95
人であり，炭窯数は28，経営体数は17であって，生産
量は全国7位で15.0tである．したがって，統計上では，
福岡県では数少ない経営体（生産者）によって大量生産
されている．なお，その他多くの都府県においても，竹
炭の生産は，生産者数，炭窯数，経営体数の規模と生産
量とが比例しない場合が多くみられる傾向にある．
　粉炭は，生産量では島根県が全国1位の1,772.0tであ
るが，生産者数では，全国5位で13人，炭窯数は10，経
営体数は4にとどまっている．一方で，岩手県が全国1
位の生産者数であり，272人，炭窯数は243，経営体数
は116も存在し，生産者数が全国2位である北海道の31
人，炭窯数の29，経営体数の11を大きく離し，圧倒的
に多い．しかし，岩手県の粉炭の生産量は，全国6位の
398.0tであり，島根県の約2割の規模にしか過ぎない．
生産者数の全国3位は，山形県の22人であり，炭窯数は
9，経営体数は21である．

2．山形県の木炭生産の動向

　前節での全国的な木炭の生産動向を踏まえて，本節で
は山形県の木炭の生産動向について統計資料から把握す
る．表－6に山形県の木炭・木酢液・薪の生産量の推移
を示した．同表によると，まず，白炭は，1965年には1
万4,276tもの生産量を誇っていたが，その後は2000年
代初頭にかけて長期的に減少傾向にあった．2011年に
発生した東北地方太平洋沖地震の影響によって一定の需
要が生じたことから，2010年代前半には増加傾向がみ
られた．しかし，2015年以降には再び減少し，2016年
は43.6tとなり，1965年の生産量との比較において51年
間で約0.3％へと縮小している．
　黒炭においても，1965年には5,438tの生産量を数えて
いたが，それから2010年代初頭にかけて，増減を繰り
返しながら減少傾向が続いていた．2015年以降は若干
の増加傾向にあり2016年には19.5tとなっているが，
1965年の生産量との比較では51年間で約0.4％に縮小し
ている．
　竹炭は，2005年から2016年にかけての生産量につい
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表－5　木炭の種類別都道府県別生産者数・炭窯数・経営体数（2016年）
単位：人，基，経営体

都道府県
白　　炭 黒　　炭 竹　　炭 粉　　炭

生産者数 窯数 経営体数 生産者数 窯数 経営体数 生産者数 窯数 経営体数 生産者数 窯数 経営体数
北海道 ─ ─ ─ 99 77 40 ─ ─ ─ 31 29 11
青森 2 1 1 7 6 3 ─ ─ ─ 8 5 4
岩手 21 16 15 454 412 188 ─ ─ ─ 272 243 116
宮城 1 2 1 35 26 11 3 2 3 7 2 2
秋田 2 3 2 7 8 7 1 1 1 6 5 2
山形 28 27 28 21 14 21 5 6 3 22 9 21
福島 3 3 3 38 65 32 ─ ─ ─ 3 2 2
茨城 ─ ─ ─ 47 23 5 3 ─ ─ ─ ─ ─
栃木 1 2 1 29 38 27 3 3 3 3 8 2
群馬 2 2 2 58 37 ─ 15 8 6 4 4 4
埼玉 ─ ─ ─ 13 13 6 4 4 2 ─ ─ ─
千葉 ─ ─ ─ 16 7 7 7 5 4 2 1 1
東京 16 8 6 26 15 9 1 1 1 ─ ─ ─

神奈川 ─ ─ ─ 101 7 6 15 1 1 3 1 1
新潟 7 9 7 15 11 9 3 5 3 7 7 7
富山 ─ ─ ─ 26 9 7 12 5 3 7 4 2
石川 ─ ─ ─ 37 28 29 5 2 4 ─ 1 1
福井 2 2 2 40 19 14 5 5 3 20 22 6
山梨 1 1 1 26 8 5 21 3 1 ─ ─ ─
長野 68 17 12 49 32 13 8 5 2 8 11 5
岐阜 ─ ─ ─ 50 25 26 18 6 16 13 11 2
静岡 ─ ─ ─ 25 10 2 14 2 1 1 1 ─
愛知 ─ ─ ─ 22 14 8 27 11 9 2 2 1
三重 5 9 4 3 3 ─ 1 1 1 ─ ─ ─
滋賀 ─ ─ ─ 7 3 2 ─ ─ ─ ─ ─ ─
京都 6 5 5 11 9 9 5 8 5 1 1 1
大阪 ─ ─ ─ 2 3 2 ─ ─ ─ ─ ─ ─
兵庫 3 3 2 7 5 4 30 4 4 4 1 1
奈良 ─ ─ ─ 3 4 3 1 1 1 12 6 2

和歌山 154 166 146 6 3 3 3 3 3 ─ ─ ─
鳥取 ─ ─ ─ 2 2 2 6 2 2 1 1 1
島根 ─ 1 1 41 12 7 7 2 1 13 10 4
岡山 ─ ─ ─ 13 7 6 7 2 2 ─ ─ ─
広島 ─ ─ ─ 3 1 1 9 6 5 ─ ─ ─
山口 1 2 1 45 27 25 95 28 17 1 1 1
徳島 ─ ─ ─ 26 15 9 15 6 4 ─ ─ ─
香川 ─ ─ ─ 16 19 14 10 9 8 5 3 3
愛媛 13 8 2 35 32 16 4 3 ─ ─ ─ ─
高知 48 69 35 178 99 92 6 6 1 1 1 1
福岡 2 2 2 51 14 6 7 7 5 ─ ─ ─
佐賀 ─ ─ ─ 5 2 2 9 10 3 2 3 1
長崎 ─ ─ ─ 48 22 12 23 2 3 ─ ─ ─
熊本 1 1 1 27 42 7 10 11 2 1 21 1
大分 6 12 1 77 90 ─ 21 21 ─ ─ ─ ─
宮崎 57 84 50 19 13 4 2 7 2 3 8 1

鹿児島 ─ ─ ─ 81 71 14 24 24 3 12 12 3
沖縄 ─ ─ ─ 86 25 13 3 2 1 4 7 2
計 450 455 331 2,033 1,427 728 468 240 139 479 443 212

資料：林野庁「平成28年特用林産基礎資料」より作成
　注：複数の木炭を兼業で生産している場合はそれぞれで計上されている．
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てみると，2005年と2007年に限っては40t以上の一定量
を生産しているものの，それ以外の年は一桁台で推移し
ており，2016年は2.5tである．
　粉炭は，1995年は415tであり，2000年も512tと一定
規模の生産量があった．2005年から2016年にかけての
生産量は，2008年および東北地方太平洋沖地震後の
2012年から2013年にかけては一時的に増加がみられた
が，増減を繰り返しながらも総じて減少傾向にあり，
2016年には105.7tとなっている．
　木酢液は，1995年から2005年にかけての10年間で生
産量が3倍以上となり，2005年には10万ℓを超える生産
量を数えていた．2006年には若干減少したものの8.8万
ℓもの生産量であったが，翌年の2007年には1万ℓを割
り込み，前年比で11.2％の生産量にまで縮小している．
その後も2013年にかけては減少傾向にあったが，2014
年以降は増加傾向にあり，2016年には4,891ℓとなって
いる．山形県では果樹栽培が盛んであり，サクランボや
西洋ナシを代表として多様な果物の生産量が多い．近年
では，果樹栽培において化学物質ではない自然資源由来
の木酢液の農薬的利用や土壌改良資材としての利用によ

って，有機木酢液栽培を推進する農園もある．今後は，
こうした木酢液の新たな需要拡大が期待される．
　薪は，2005年から2016年にかけての生産量をみると，
2005年から2010年かけては1,000㎥未満の生産量で低迷
していたが，2011年から2016年にかけては毎年1,000㎥
以上の生産量となり，かつ増加傾向にある．東北地方太
平洋沖地震後に暖房用エネルギー源が見直されて，とり
わけ山形市などの人口の多い都市部において，家庭用の
薪ストーブが普及したこと，一方，飲食店等での営業用
の薪利用などの需要も生じていることなどが考えられる．
　以上から，山形県では，第二次世界大戦以前から白炭
と黒炭の両方が生産されてきたが，当時から黒炭よりも
白炭の生産量が多く46 ），第二次世界大戦後も同様に推
移してきた．しかし，近年では，両方ともに生産量は低
迷し，今後の見通しが立たない状況にある．一方で，木
酢液や薪の生産量は，新たな需要にもとづいて最近では
増加傾向にあるといえる．
　次に，表－7に山形県における市町村別の木炭・木酢
液・薪の生産量について示した．同表によると，白炭の
生産量は，飯豊町が最も多く28.0tであり，次いで小国

表－6　山形県の木炭・木酢液・薪の生産量の推移

年度
木炭

木酢液
（ℓ）

薪
（層積㎥）白炭

（t）
黒炭
（t）

竹炭
（t）

粉炭
（t）

1965 14,276.0 5,438.0 ─ ─ ─ 1,236.0
1970 4,147.0 1,362.0 ─ ─ ─ 329.0
1975 1,140.0 635.0 ─ ─ ─ ─
1980 536.0 227.0 ─ ─ ─ ─
1985 463.0 215.0 ─ ─ ─ 1,791.0
1990 368.0 240.0 ─ ─ ─ 2,088.0
1995 252.0 195.0 ─ 415.0 32,072 1,299.0
2000 230.0 137.0 6.0 512.0 50,920 317.0
2005 75.0 159.0 49.0 235.0 102,300 178.0
2006 62.0 65.0 6.0 219.9 88,005 171.3
2007 54.0 102.0 43.0 188.0 9,860 321.0
2008 54.0 63.0 5.0 308.0 8,390 295.0
2009 47.0 53.0 1.0 183.0 7,620 680.0
2010 51.2 52.3 2.3 141.9 7,100 302.0
2011 54.1 37.2 4.4 133.3 9,130 1,033.0
2012 53.5 24.2 3.1 165.3 4,700 1,061.7
2013 56.0 22.9 3.9 173.6 3,180 1,121.5
2014 57.7 15.8 1.5 127.4 3,180 1,331.0
2015 44.5 18.6 2.6 121.3 4,589 1,100.0
2016 43.6 19.5 2.5 105.7 4,891 1,711.0

資料：山形県「平成28年度山形県林業統計」より作成
　注：1965年および1970年の数値は「農林水産統計年報」による．

表－7　山形県の市町村別の木炭・木酢液・薪の生産量（2016年）

市町村
木炭

木酢液
（ℓ）

薪
（層積㎥）白炭

（t）
黒炭
（t）

竹炭
（t）

粉炭
（t）

計
（t）

村山地方
山形市 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 670.0
上山市 ─ 1.5 ─ ─ 1.5 ─ ─
山辺市 ─ ─ ─ 103.0 103.0 ─ ─

寒河江市 2.0 2.3 ─ 0.8 5.0 200 ─
西川町 1.2 ─ ─ 0.1 1.3 138 30.0
大江町 ─ 0.3 ─ ─ 0.3 ─ 606.0
村山市 ─ 4.3 ─ ─ 4.3 ─ 44.0
東根市 ─ 0.9 ─ ─ 0.9 ─ ─

置賜地方
米沢市 0.8 0.8 ─ ─ 1.5 ─ 49.0
小国町 11.6 ─ ─ 0.4 11.9 200 207.0
白鷹町 0.1 4.0 0.0 0.8 4.8 1,298 5.0
飯豊町 28.0 ─ ─ 0.7 28.7 3,000 100.0

庄内地方
鶴岡市 ─ 5.6 1.0 ─ 6.6 ─ ─
酒田市 ─ ─ ─ ─ ─ 55 ─
遊佐町 ─ ─ 1.5 ─ 1.5 ─ ─

資料：山形県「平成28年度山形県林業統計」より作成
　注：1）1965年および1970年の数値は「農林水産統計年報」による．
　　　2） 山形県の全13市19町3村（計35市町村）のうち，薪炭生産の

実績のない市町村は割愛した．
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町が11.6tである．これら2町で山形県全体の約9割の生
産量を占めている．黒炭の生産量は，鶴岡市の5.6tが最
も多く，次いで村山市の4.3t，白鷹町の4.0tであり，こ
れら3市町で山形県全体の約7割の生産量を占めている．
竹炭の生産量は，遊佐町の1.5tに次いで鶴岡市が1.0tで
あり，庄内地方において主に生産されている．粉炭の生
産量は，山辺町が103.0tであり，山形県全体の約97.5％
を占めている．木酢液の生産量は，飯豊町が最も多く
3,000ℓであり，次いで白鷹町が1,298ℓであって，この2
町で山形県全体の約87.9％を占めている．薪は，山形市
が670.0㎥と最も多く，次いで，大江町が606.0㎥，小国
町が207.0㎥，飯豊町が100.0㎥と続いている．山形市は，
これら市町の中でも林野率が最も低いが人口は多く，県
庁所在地のある地方都市である．表－6でみたとおり，
山形県全体の近年の薪の生産量の増加は，こうした都市
部での薪の需要量が関係していることが背景にあると考
えられる．
　以上から，白炭は，飯豊町と小国町とをあわせた生産
量が山形県全体の約9割を占めており，両町が山形県の
主要な産地である．こうした事実にもとづいて，本研究
では，飯豊町木炭生産組合（現在，飯豊町と小国町に居
住する木炭生産者で構成される）を調査対象として次章
において論究する．

Ⅳ　�山形県飯豊町木炭生産組合の組合員世帯における木
炭生産活動の実態

1．調査の方法と実施概要

　山形県で生産される白炭は県南西部が主産地である．
当地域は山形県内でも有数の積雪寒冷地47 ）であり，厳し
い気候で生育した森林から得られる原木によって堅くて
良質な白炭が生産される．ただ，木炭生産者によっては，
木炭の品質にばらつきがあったことから，品質の向上や
生産者同士の連携が求められ，1990年に飯豊町木炭生産
組合が結成された．結成当初の組合員数は20人を数え，
当時は木炭生産が現在よりも盛んであり，7万5,000kg
もの木炭が西置賜ふるさと森林組合へ出荷されていた．
それ以外にも各組合員が個別販売している出荷量を含め
ると約15万kgもの出荷量があったといわれる．
　現在の飯豊町木炭生産組合の規約には，第2条に“こ
の組合は，地域における林業の振興と木炭技術の普及な

ど会員活動の充実と一層の発展に資することを目的とす
る．” 48 ）ことが明記されている．第3条には，目的を達
成するために行う事業として，“（1）地域林業の振興に関
すること．（2）木炭技術の普及啓発に関すること．（3）会
員相互の情報交換及び親睦に関すること．（4）その他目
的達成に必要な事項” 49 ）が記載されている．具体的に
は，飯豊町木炭生産組合は，炭焼き体験会での指導や炭
窯の団地化によって生産の効率化と品質の向上に取り組
み，飯豊町の木炭の産地化を進めてきた．1994年には
山形県木炭文化協会の設立に貢献し，それ以後，木炭品
評会50 ）の開催に協力しながら木炭の普及に努め，木炭
の生産拡大の一翼を担ってきた．
　本研究では，飯豊町木炭生産組合の13組合員世帯（以
下，世帯）を調査対象として，アンケートおよび聞き取
り調査を実施した．具体的には，飯豊町木炭生産組合の
事務局である西置賜ふるさと森林組合の協力を得て，
2017年10月上旬にアンケート調査票を各世帯へ事前に
配布し，2017年10月下旬に各世帯を戸別訪問した際に，
調査可能な世帯からアンケート調査票を回収して，炭窯
の見学と木炭生産者の聞き取り調査を行った．全13世
帯のうち，6世帯は戸別訪問による聞き取り調査を行い，
5世帯からアンケート調査票のみを郵送にて回収し，そ
の後，必要に応じて電話による聞き取り調査を行った．
結果として計11世帯から回答が得られた．なお，世帯
によっては木炭生産者が高齢化のために，十分に回答を
得られない項目もあり，調査項目に応じて有効回答数が
異なる場合もある．

2．世帯概要と製炭業就業の経緯

　飯豊町木炭生産組合の組合員世帯の世帯概要と製炭就
業状況について表－8に示した．全11世帯のうち世帯構
成（9世帯回答）は，核家族世帯5世帯，三世代世帯2
世帯，単独世帯2世帯となっており，核家族世帯が半数
以上を占めている．年間世帯収入金額（9世帯回答）は，
世帯構成にも関係して，三世代世帯では750万円以上で
あるが，核家族世帯と単独世帯では250～500万円ある
いは250万円未満である．年間世帯収入金額別での世帯
数をみると，750万円以上が2世帯しかなく，500万円未
満は7世帯と圧倒的に多いことから，世帯は全体的に年
間世帯収入金額が低い傾向にある．
　世帯収入に占める木炭収入の割合（8世帯回答）は，
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最高が40％で1世帯であり，次いで，30％が2世帯，20
％が1世帯，15％が1世帯，10％が2世帯，1％が1世帯
であり，平均では19.5％である．したがって，木炭収入
金額は世帯収入金額の半分にも達しておらず，木炭生産
は主業ではなく副業となっている．木炭収入以外の主兼
業としては農林業，養蜂業，自営業等の場合か，こうし
た他の就業はなく年金等の収入に依存している場合も少
なくない．
　木炭生産者（11世帯回答）は，8世帯が男性1人，2
世帯が夫婦，1世帯が男性2人であり，男性が単独で木
炭生産に従事している世帯が多く，女性が少ないのは，
木炭生産が重労働であることにも起因していると考えら
れる．木炭生産者の年代（11世帯回答）は，全14人の
う ち，80代3人，70代5人，60代2人，50代3人，30代
1人である．青年層は1人に過ぎず，70代以上が8人で
あり半数以上を占め，60代以上では10人と7割以上を
占めており，木炭生産者は高齢化している．

　製炭業への就業年代と就業理由は，10代から20代で
他に仕事がなく生活のために始めた者が2人，20代から
30代で就農を希望し移住した後に始めた者が2人，30代
から40代で父（製炭就業者）の影響で始めた者が2人，
50代から60代で冬季の仕事確保のために始めた者が2
人，過去1年間以内に60代で将来のために新規就業した
者が2人存在する．最も早く10代で就業した者は，現在
80代となり，製炭業への就業期間が長いが，2017年度
内には引退する予定である．
　全11世帯のうち，地元出身が9世帯であり，移住は2
世帯である．炭焼きに興味を持ち見学に訪れる人は比較
的多いが，実際に飯豊町に移住し，炭焼き職人になる人
はほとんど存在しないという意見もみられた．飯豊町で
は，2016年に「飯豊町ふるさと定住いいですね条例」
が制定され，飯豊町への定住者に対して住宅取得時の奨
励金や結婚祝，出産祝，入学祝として祝品（商品券）を
贈呈51 ）し，移住を奨励している．

表－8　飯豊町木炭生産組合の組合員世帯の概要と製炭就業状況

世帯
記号

世帯
人員

（人）
世帯構成

年間世帯収
入金額

（万円）

世帯収入に
占める木炭
収入の割合

（％）

木炭生産者
製炭業
の就業
年齢

製炭業の
就業時期 製炭業の就業理由

主・兼業

A 4 核家族世帯 ─ ─ 70代夫婦 無し 50歳 ─ 冬季の収入を得るため

B 2 核家族世帯 250～500 20 80代男性 無し 15歳 1949年10月 他に仕事がなかったから

C 5 三世代世帯 1,000～ 10 ①80代男性，
②50代男性 ①・②養蜂業 ①20歳，

②35歳 ─ ①生活のため，②父が炭
焼きをやっていたため

D 2 核家族世帯 250～500 30 60代男性 農業 62歳 2016年9月
父がかつて炭焼きをして
いたことと，自分の第二
の人生として始めた

E ─ ─ 250～500 15 70代男性 無し ─ 1987年 腰を悪くしたため炭焼き
を始めた

F 4 核家族世帯 250～500 40 30代男性 農業＋特用林
産物販売 25歳 2006年5月

農業をやりたくて移住し
た後に収入の基盤とする
ため炭焼きを始めた

G 1 単独世帯 ～250 30 50代男性 山小屋管理 32歳 ─
農業と自然保護活動に興
味があり移住し炭焼きを
始めた

H 3 核家族世帯 ～250 1 60代男性 自営内装 65歳 2017年3月 老後の仕事として始めた

I 5 三世代世帯 750～1,000 10 50代男性 林業労働の請
負 40代 2000年12月 父が炭焼きをしていたた

め

J 1 単独世帯 250～500 ─ 80代男性 自営林業 30歳 ─ ─

K ─ ─ ─ ─ 70代夫婦 ─ 63歳 2004年9月 冬季の仕事の確保のため

資料：飯豊町木炭生産組合組合員実態調査（2017年10月実施）より作成
　注：1）“─”は不明，非該当，無回答の箇所である．
　　　2）Bの木炭生産者の80代男性は2017年度に引退する予定である．
　　　3）Cの木炭生産者2人は親子である．
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　次に，表－9に飯豊町木炭生産組合の組合員世帯の農
業経営の概況について示した．農地の所有状況（11世帯
回答）は，8世帯が所有し，2世帯が非所有であり，1世
帯が不明である．農地所有世帯のうちの2世帯において，
1世帯は野菜類の自家用生産のみの世帯であり，もう1
世帯は田畑あわせて30aの規模であるが，米の自家用と
販売用の生産を行う世帯である．一方，農地非所有世帯
のうちの1世帯は70aの田畑を借り入れており，米，小
麦，野菜類，いも類について自家用だけではなく販売用

としても生産し経営している．経営耕地面積（5世帯回
答）は，田畑を合わせて30a～160aの規模である．2015
年農林業センサスにおける農業経営体当たりの都府県の
経営耕地面積は1.8 ha52 ）であるから，世帯の経営耕地面
積は，都府県の全国平均値よりも低く小規模である．
　続いて，表－10に飯豊町木炭生産組合の組合員世帯
の林業経営の概況について示した．山林の所有状況（11
世帯回答）は，7世帯が所有し，3世帯が非所有であり，
1世帯が不明である．所有山林面積（3世帯回答）は，

表－9　飯豊町木炭生産組合の組合員世帯の農業経営の概況
単位：a

世帯
記号

農地所有
有無

耕地面積
農業生産物（2016年度）経営耕地

所有耕地 貸付耕地 耕作放棄地 借入耕地
田 畑

A 所有 ─ ─ ─ ─ ─ 野菜類
B 所有 160 30 130 ─ ─
C 所有 ─ ─ ─ 0.3 ─ ─
D 所有 30 ─ ─ ─ 米
E 所有 ─ ─ ─ ─ ─ ─
F 非所有 20 50 ─ ─ 70 米，小麦，野菜類，いも類
G 非所有 ─ ─ ─ ─ ─ ─
H 所有 150 1 ─ ─ ─ ─
I 所有 ─ ─ 10 ─ ─ ─
J 不明 ─ ─ ─ ─ ─ ─
K 所有 30 20 10 20 ─ ─

資料：飯豊町木炭生産組合組合員実態調査（2017年10月実施）より作成
　注：1）“─”は不明，非該当，無回答の箇所である．
　　　2）Aの農業生産物（2016年度）は自家用のみである．
　　　3）Fの経営耕地は全て借入耕地である．
　　　4）Kの貸付耕地および耕作放棄地は両者とも田である．

表－10　飯豊町木炭生産組合の組合員世帯の林業経営の概況
単位：ha

世帯
記号

山林所有
有無

山林面積

所有山林 貸付山林 借入山林 保有山林
うち人工林 樹種名

A 非所有 ─ ─ ─ ─ ─ ─
B 所有 18 14 ─ 4 1 スギ
C 所有 10 0 0 10 ─ ─
D 所有 ─ ─ ─ 1 1 雑木
E 所有 ─ ─ ─ 0.2 ─ ─
F 非所有 ─ ─ ─ ─ ─ ─
G 非所有 ─ ─ ─ ─ ─ ─
H 所有 ─ ─ ─ ─ ─ ─
I 所有 30 ─ ─ 30 30 スギ
J 不明 ─ ─ ─ ─ ─ ─
K 所有 ─ ─ ─ ─ 5.8 ナラ

資料：飯豊町木炭生産組合組合員実態調査（2017年10月実施）より作成
　注：1）“─”は不明，非該当，無回答の箇所である．
　　　2）Bの山林面積の貸付山林は公団分収造林である．
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10 ha～30 haの所有規模であり，保有山林面積（5世帯
回答）は，0.2 ha～30 haの保有規模である．2015年農林
業センサスにおける林業経営体当たりの保有山林面積

（全国）は50.8 ha53 ）であるため，世帯の保有山林面積は
全国平均値よりも低い状況にあり小規模零細が多いとい
える．人工林は，面積と樹種が明らかな4世帯において，
それぞれの樹種と面積は，スギ1 ha，雑木1 ha，スギ
30 ha，ナラ5.8 haであるから，木材生産に限定せず薪炭
生産を目的とした林業経営を行う世帯も存在する．
　また，山林を所有している世帯は多いが，移住世帯は
山林を所有していない（できない）傾向にある．地域の
山林所有者は山林の財産的保有の志向が根強く，山林の
譲渡や売買について積極的ではない風習があり，山林購
入を希望したくても，伝手がないことが移住者側の意見
としてあった．

3．木炭生産の現状とナラ枯れ被害木の原木利用の状況

　飯豊町木炭生産組合の組合員世帯の木炭生産と木炭原
木調達の状況について表－11に示した．木炭生産（2016
年度）における原木樹種（8世帯回答）は，主にナラを

利用していることがわかる．うち1世帯のみは，イタヤ，
サクラをごく一部で利用する場合もある．生産する木炭
の種類（11世帯回答）は，白炭を11世帯で生産（I世帯
だけは以前は白炭を生産していたが，2017年度からは
黒炭を生産している．）し，白炭の他には，粉炭を2世
帯で生産し，木酢液は4世帯で生産している．白炭の生
産量（8世帯回答）は最小で100kgであり最大で6,000kg
と世帯によって生産規模に差があるが，平均では
3,162.5kgである．
　白炭の生産量について年間1,000kg以上で比較的多く
生産する6世帯に関して，多い順に世帯の概況をみると，
6,000kgを生産しているB世帯は2017年度内に引退する
予定の80代男性であり，同じく6,000kgを生産するF世
帯は30代男性の移住者である．次いで，4,500kgを生産
するG世帯においても50代男性の移住者である．その
次に，3,600kgを生産するD世帯は60代男性であり製炭
業への就業期間は1年間と就業して間もない．次に，
3,000kgを生産するE世帯の70代男性は他への就業はな
い．最後に，1,500kgを生産するC世帯は80代男性と50
代男性であるが，養蜂業が主業であり，木炭生産は副業
として行っている．以上から，高齢により引退を余儀な

表－11　飯豊町木炭生産組合の組合員世帯の木炭生産と木炭原木調達の状況

世帯
記号

木炭生産（2016年度） 木炭原木調達状況
ナラ枯れ被害木の
木炭原木利用有無原木樹種 種類・生産量 自家所有

山林
他家所有

山林 立木購入 原木購入

A ナラ 白炭100kg，粉炭60kg ─ ─ ─ 西置賜ふるさと森林組合 有

B ナラ 白炭6,000kg ─ 自家労働
伐採 ─ 西置賜ふるさと森林組合 無

C ナラ 白炭1,500kg，粉炭400kg，
木酢液500kg

自家労働
伐採 原木購入 ─ 西置賜ふるさと森林組合 有

D ナラ 白炭3,600kg ─ ─ ─ 西置賜ふるさと森林組合，
小国町森林組合 無

E ナラ 白炭3,000kg，木酢液500ℓ ─ ─ ─ 西置賜ふるさと森林組合 有

F ナラ，（イタ
ヤ，サクラ） 白炭6,000kg ─ 自家労働

伐採 ─ ─ 有

G ナラ 白炭4,500kg，木酢液500kg ─ ─ 自家労働
伐採 ─ 無

H ─ 白炭 ─ ─ ─ 西置賜ふるさと森林組合 ─
I ─ 白炭 ─ ─ ─ 西置賜ふるさと森林組合 無

J ナラ 白炭600kg，木酢液1,000ℓ 自家労働
伐採 ─ ─ ─ 無

K ─ 白炭 自家労働
伐採 ─ ─ ─ 有

資料：飯豊町木炭生産組合組合員実態調査（2017年10月実施）より作成
　注：1）“─”は不明，非該当，無回答の箇所である．
　　　2）白炭の生産量（kg）について，一部の世帯で回答された俵単位の数量は，1俵＝15kgにもとづいてkg単位に換算した．
　　　3）Fの木炭生産実績の原木樹種のイタヤ，サクラの利用は少量のため括弧としている．
　　　4）Iは以前は白炭を生産していたが2017年から黒炭の生産を始めている．
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くされる者もいる中で，白炭を比較的大量に生産してい
る世帯は，移住者と新規参入者が多く，彼らが地域の木
炭の産出量の多くを担っている状況にあるといえる．
　原木の調達方法については，白炭の生産量との関係で
みると，6,000kgの世帯は他家所有山林の自家労働伐採
と西置賜ふるさと森林組合からの原木購入，6,000kgの
も う1世 帯 は 他 家 所 有 山 林 の 自 家 労 働 伐 採 の み，
4,500kgの世帯は立木購入による自家労働伐採のみ，
3,600kgの世帯は西置賜ふるさと森林組合および小国町
森林組合からの原木購入，3,000kgの世帯は西置賜ふる
さと森林組合のみ，1,500kgの世帯は自家所有山林の自
家労働伐採と他家所有山林からの原木購入と西置賜ふる
さと森林組合からの原木購入，600kgの世帯は自家所有
山林の自家労働伐採，100kgの世帯は西置賜ふるさと森
林組合からの原木購入である．したがって，原木の調達
方法は，白炭の生産量の規模が大きい世帯では，他家所
有山林の自家労働伐採によって原木を調達する傾向がみ
られ，生産量が中規模から小規模の世帯は西置賜ふるさ
と森林組合からの原木購入や自家所有山林の自家労働伐
採によって原木を調達する傾向にあるといえる．また，
前述した生産者の年代からもあわせて検証すると，生産
者が高齢化するほど，西置賜ふるさと森林組合から原木
を調達する傾向にあり，自家労働伐採は重労働であるこ
となどから，森林組合からの原木購入に依存していると
みられる．なお，森林組合からの原木購入価格は1㎥

（700kg）当たり1万円とされている．
　原木調達の実際の理由に関して，白炭の生産量に応じ
た世帯の回答内容をみると，大規模の世帯では，“雇用
労働では賃金が高いため，自家労働で伐採しないと割が
合わない．”とあり，中規模の世帯では，“しいたけ原木
用に自家労働で伐採し，その残りを木炭用の原木として
利用しているが，山林伐採地と炭窯とが遠距離である場
合に運搬費用がかかる．”とあった．また，小規模の世帯
では，“かつては自家労働で伐採していたが高齢のため
伐採での重労働が困難になり森林組合からの原木購入に
切り替えた．”とする回答がみられた．
　木炭原木のナラ枯れ被害木の利用状況（10世帯回答）
については，5世帯が利用しており，5世帯が利用して
いないとしている．なお，利用していないと回答した世
帯においても，原木を調達した段階ではナラ枯れ被害木
が混入しているが，木炭を生産する際にそれを取り除い
ている場合もある．また，ナラ枯れ被害木を利用するに

当たっては，被害を被って1年目の樹木であれば利用は
可能だが，2年目以降もしくは枝が完全に枯れている樹
木は利用しないという意見もみられた．
　各世帯でのナラ枯れ被害木の利用の有無は，白炭の生
産量の規模との関係はみられないが，西置賜ふるさと森
林組合から原木を調達する場合は，原木にナラ枯れ被害
木が混入している確率は高くなる可能性があり，自家労
働伐採の場合は，被害を被っていない健全な樹木とナラ
枯れ被害の樹木とを選別することは可能であることが考
えられる．
　置賜ふるさと森林組合から原木を購入する場合に，ナ
ラ枯れ被害木の購入価格は健全木と同額である．しか
し，ナラ枯れ被害木を原木に用いて生産された木炭に
は，穴が空き，健全木に比べて重量が軽くなることか
ら，品質の低下と生産量の減少を招くことになる．その
実例として，同じ原木量を利用した場合において，被害
木の利用がない場合は1回の窯出しの生産量が10俵

（150kg）であったのに対して，被害木を利用した場合
には1回の窯出しの生産量は9俵（135kg）となり，1俵

（15kg）もの差が生じる場合もあるとされている．
　ナラ枯れ被害木を利用している世帯の主な意見として
次の内容があった．“ナラ枯れ被害木を原木として利用
しても，良い品質の炭が出ない．ナラ枯れは山で次々と
移っていくため手の施しようがない．”，“完全な枯損木
は炭として燃えないために使用しない．ナラ枯れ被害に
よって山林の伐採量が減ってしまう．健全な里山林でも
伐採し，利用する対策が必要．”とする内容である．
　一方，ナラ枯れ被害木を利用していない世帯では，主
に次の内容の意見がみられた．“ナラ枯れ被害木では木
炭としての利用が困難である．ナラ枯れ被害は木炭生産
に大いに影響しており，行政の対策を求める．”，“枯れ
た木はナラ枯れ由来かどうかにかかわらず良炭にならな
い．里山がかつてのように薪炭林として利用されていれ
ば，カシノナガキクイムシが大発生しなかったかもしれ
ない．今は収束したようである．”とした内容である．
　次に，表－12に飯豊町木炭生産組合の組合員世帯の
製炭1回1基当たりの木炭生産量について示した．I世帯
は以前は白炭を生産していたが2017年から黒炭を生産
しているため，同世帯を除く白炭生産者についてみる．
木炭の窯出しペース（9世帯回答）は，最短で3日間，
最長では8日間で1回出すペースである．平均的な傾向
としては4日間前後でのペースとなる．また，冬期は短
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く3日間であり，冬期以外の10月は7日間であるなど，
季節で期間が異なる世帯も存在する．
　1回当たりの原木使用量（7世帯回答）は，世帯に応
じて，最小で550kgであり，最大で1,000kgである．一
方，1回当たりの木炭生産量（7世帯回答）は，最小で
75kgであり，最大で120kgである．世帯によって，生
産工程が一様ではないことや原木に対する収率の違いや
熟練度から，原木使用量と木炭生産量とが必ずしも比例
しているわけではない．
　年間稼働回数（5世帯回答）は，最小で36回であり，
最大で65回である．また，年間従事日数（5世帯回答）
は，最小で150日間であり，最大で300日間である．こ
のように，年間の稼働日数や従事日数に極端な差がある
のは，世帯に応じて，従事時期が秋あるいは冬から翌年
の春あるいは初夏までの寒冷期間集中型，または通年型
での2つの形態に分かれていることに起因している．当
地域では夏期は気温が高く暑さが厳しいため，高温にな
る炭窯での製炭労働を避けるという傾向も一部みられる
ことが考えられる．
　I世帯による黒炭の生産は，窯出しペースは2ヵ月間で
3回であり，1回当たりの原木使用量は4,550kgであって
木炭生産量は900kgである．このように，白炭と黒炭と
の製炭時の消火法の違いなどによって，黒炭の生産にお
ける窯出しペースや原木使用量と木炭生産量は白炭の場
合と大きく異なる．
　続いて，表－13に飯豊町木炭生産組合の組合員世帯

の炭窯の仕様と製作の状況を示した．全11世帯におい
て白炭窯を所有しているが，その大きさ（9世帯回答）
は，最小で1.20×1.50×1.80（ｍ）程度，最大では2.00
×2.30×2.00（ｍ）程度であり，各世帯によって多様で
ある．所有している窯数（9世帯回答）は，各世帯1基
ずつの所有である．
　炭窯の利用開始時期（8世帯回答）は，世帯によって
は炭窯が老朽化して温度が上がらなくなり，何度も再製
作した世帯や，炭窯が火災で焼失したため新たに製作し
直した世帯もあることから，複数基目の炭窯として利用
している世帯も多く，表－8に示した製炭業の就業時期
とは必ずしも一致しない．利用年数（8世帯回答）は，
最も古い炭窯は30年間であり，最も新しいのは1年間で
あって，平均では21.5年間である．
　炭窯の製作費用（5世帯回答）は，最高額では100万
円であり，最低額では10万円である．製作費用が比較
的高額な炭窯を持つ3世帯の製作概要について順にみる
と，100万円で炭窯を製作した世帯では，生産者自身が
山から全ての材料を集め，総額の4割の補助金を利用し
て製作している．次いで，50万円で炭窯を製作した世
帯は，総額の半額の補助金を利用して，人員を雇用して
製作し，その後も手直しをしながら利用している．ま
た，小屋は生産者自身の手作りによって製作している．
製作費用が40万円である世帯は，他者が所有していた
炭窯の購入金額である．
　製作人数（3世帯回答）は，いずれも3人であり，製

表－12　飯豊町木炭生産組合の組合員世帯の製炭1回1基当たりの木炭生産量（2016年度実績）

世帯
記号

窯出しペース
（1回出すまでの期間）

原木使用量
（kg/回）

木炭生産量
（kg/回）

年間稼働回数
（回）

年間従事日数
（日間） 従事時期

A 4～5日間 550 120 36 180 12月～5月
B 5日間 700 120 45 240 10月～5月
C 3日間（冬期），7日間（10月） 700 80 ─ ─ 通年
D 4～5日間 700 75～90 65 300 通年
E 3～4日間 560 120 ─ ─ 通年
F 5～6回/1ヵ月間 1,000 100 65 300 通年
G 3～4日間 750 100 50～60 150～240 10月～6月
H 4日間 ─ ─ ─ ─ ─
I 3回/2ヵ月間 4,550 900 ─ ─ 冬期間
J 8日間 ─ ─ ─ ─ 12月～4月
K ─ ─ ─ ─ ─ ─

資料：飯豊町木炭生産組合組合員実態調査（2017年10月実施）より作成
　注：1）“─”は不明，非該当，無回答の箇所である．
　　　2）原木使用量（kg/回）について，一部の世帯で回答された㎥単位の数量は，1㎥＝700kgにもとづいてkg単位に換算した．
　　　3）木炭生産量（kg/回）について，一部の世帯で回答された俵単位の数量は，1俵＝15kgにもとづいてkg単位に換算した．
　　　4）Iは黒炭であり2017年予定である．
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作期間（5世帯回答）は，最短で30日間であり，最長で
は90日間である．
　なお，I世帯は，2017年から西置賜ふるさと森林組合
白鷹支所が所有する黒炭窯を借りて黒炭を生産してい
る．

4．木炭の販売動向と自家利用の状況

　表－14に飯豊町木炭生産組合の組合員世帯の木炭販
売の状況について示した．木炭の販売品目（10世帯回
答）は，I世帯を除く9世帯において，白炭または白炭
と木酢液を販売している．販売先については，本表の販
売量と生産量（表－11）とが多い世帯は，山形県内外
の飲食店，食料店，問屋等の営業用，個人の家庭用など
の場合が多く，販売量と生産量とがそれほど多くはない
世帯では，西置賜ふるさと森林組合，個人の家庭用など
の場合が多い傾向にある．西置賜ふるさと森林組合以外
の販売先は，木炭生産者自身による営業活動によって販
路を開拓し，直売での方法で納入している場合が多い．
また世帯によっては，一定の在庫を抱える場合と多くの
在庫を抱えない場合もある．
　白炭の販売量（8世帯回答）は，最小で300kgであり，
最大では6,000kgであって，生産量（表－11）と同様に
世 帯 に よ っ て 販 売 規 模 に 差 が あ る が， 平 均 で は，
2,635.0kgとなっている．
　また，過去10年間での販売量の動向（5世帯回答）に

ついて，10年前を100.0％としたときに10年後の販売量
の割合は，85.7％，70.0％，50.0％，33.3％，180.0％で
あったことから，4世帯で減少し，1世帯のみが増加し
ている．増加がみられた1世帯は，以前は自身でインタ
ーネットを利用して営業活動を行っていたが，受注量が
多くなり過ぎて生産量が追いつかなくなったために，現
在はインターネットでの営業活動を行わずに，東京都や
西日本にある飲食店や食料店などの数店への販路に限定
している．一方，減少がみられた世帯には，白炭の販売
単価が過去10年間で155円/kgから140円/kgへと減額
し生産量が縮小している世帯もあった．
　販売される白炭は，品質によって，特級，1級，2級
の3つに区分され，直売所価格では，特級は1俵（15kg）
が4,000円，1級は同3,400円，2級は同2,900円である．
1回の窯出しで生産される白炭の品質区分の割合は製炭
技術の熟練度等にもよるが，就業年数が数十年間に及ん
で一定の経験年数が比較的長い木炭生産者においても，
特級の生産は7～8俵のうち1俵程度であるとされてい
る．また，大方の木炭生産者は，生産量全体の7割が1
級であり，3割が2級での品質の白炭を生産していると
される．
　次に，表－15に飯豊町木炭生産組合の組合員世帯の
木炭の自家利用の状況を示した．生産した木炭の自家利
用の有無（11世帯回答）については，9世帯において利
用されていた．用途としては，こたつなどの冬期の暖房
用，バーベキューなどの調理用の他に，消臭材や飾りな

表－13　飯豊町木炭生産組合の組合員世帯の炭窯の仕様と製作の状況

世帯
記号 種類 大きさ

幅（ｍ）×奥行（ｍ）×最大高さ（ｍ）
窯数

（基）
利用開始時期

（年月）
利用年数
（年間）

製作費用
（円）

製作人数
（人数）

製作期間
（日間）

A 白炭窯 ─ ─ 1987年～ 30 ─ 3 60～90
B 白炭窯 1.65×1.95×1.80 1基 1993年10月～ 24 1,000,000 ─ 30
C 白炭窯 1.20×1.50×1.80 1基 1997年～ 20 ─ ─ ─
D 白炭窯 1.35×1.65×3.50 1基 2016年09月～ 1 ─ 3 60
E 白炭窯 1.80×1.50×1.40 1基 1990年～ 27 100,000 ─ ─
F 白炭窯 2.00×2.30×2.00 1基 1998年7月～ 19 100,000 3 60
G 白炭窯 1.50×1.80×─ 1基 1992年～ 25 500,000 ─ 30
H 白炭窯 1.65×1.95×1.80 1基 1993年～ 26 400,000 ─ ─
I 白炭窯 1.50×1.80×1.70 1基 ─ ─ ─ ─ ─
J 白炭窯 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
K 白炭窯 2.09×1.80×1.50 1基 ─ ─ ─ ─ ─

資料：飯豊町木炭生産組合組合員実態調査（2017年10月実施）より作成
　注：1）“─”は不明，非該当，無回答の箇所である．
　　　2）Hの炭窯の製作費用は他者からの炭窯の購入金額である．
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表－16　�飯豊町木炭生産組合の組合員世帯の木炭生産
の今後の意向

世帯
番号 経営規模の意向 後継者

A 現状維持 後継者いなく自分の代で終了
B 現状維持 後継者いる
C 現状維持 後継者いなく自分の代で終了
D 現状維持 後継者いなく自分の代で終了
E 現状維持 後継者いなく自分の代で終了
F 現状維持 ─
G 現状維持 後継者いる
H ─ 後継者いなく自分の代で終了
I ─ 後継者いなく自分の代で終了
J 近いうちに廃業 今後探す
K 近いうちに廃業 後継者いなく自分の代で終了

資料： 飯豊町木炭生産組合組合員実態調査（2017年10月実施） 
より作成

　注：“─”は不明，非該当，無回答の箇所である．

表－15　�飯豊町木炭生産組合の組合員世帯の木炭の�
自家利用の状況

世帯
番号

木炭の
自家利用
の有無

木炭の自家利用の用途

A 有 消臭（玄関，トイレ），飾り，ご飯，こたつ
B 有 こたつ100kg（15kg×7回/1冬シーズン）
C 有 バーベキュー（夏季)
D 有 少し
E 有 掘りごたつ（4俵/1冬シーズン），粉炭，皮など使用
F 有 燃料用10kg
G 有 調理用，暖房，2級と粉炭の間の売れない炭
H 無 ─
I 無 ─
J 有 ナラ2級150kg
K 有 ─

資料： 飯豊町木炭生産組合組合員実態調査（2017年10月実施） 
より作成

　注：“─”は不明，非該当，無回答の箇所である．

表－14　飯豊町木炭生産組合の組合員世帯の木炭販売の状況（2016年度実績）

世帯
記号 販売品目 販売先 販売量 販売金額

A 白炭，木酢液 西置賜ふるさと森林組合，焼肉店，
ホルモン店 300kg ─

B 白炭 ①西置賜ふるさと森林組合，
②焼肉店・せんべい店・団子店・個人 ①1,500kg，②4,500kg ①350,000円，②1,050,000円

C 白炭，木酢液 ①西置賜ふるさと森林組合，②個人 ①300kg，②─ ─

D 白炭 ①西置賜ふるさと森林組合，②個人 3,600kg（①9割） 650,000円

E 白炭，木酢液 ①西置賜ふるさと森林組合，②個人 3,000kg（①：②＝5：5），500ℓ ─

F 白炭 ①ハム店（岐阜県），②焼鳥店（東京都），
③焼鳥店（静岡県），④直売所，⑤個人

①1,800kg，②240kg，
③240kg

①750,000円，②76,800円，
③76,800円

G ①白炭，②木酢液 ①問屋（東京都），②個人 ①4,500kg，②500kg ─

H ─ ─ ─ ─

I 黒炭 ①個人，②西置賜ふるさと森林組合 ①：②＝7：3 ─

J 白炭，木酢液 西置賜ふるさと森林組合 600kg，1,000ℓ ─

K 白炭 ─ ─ ─

資料：飯豊町木炭生産組合組合員実態調査（2017年10月実施）より作成
　注：1）“─”は不明，非該当，無回答の箇所である．
　　　2）白炭の販売量について，一部の世帯で回答された俵単位の数量は，1俵＝15kgにもとづいてkg単位に換算した．
　　　3）Iの黒炭は2017年予定である．
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どにも用いられている．世帯によっては商品化できない
木炭を自家利用している場合もある．

5．今後の経営意向と後継者問題

　表－16に飯豊町木炭生産組合の組合員世帯の木炭生
産の今後の意向について示した．今後の経営規模の意向

（9世帯回答）については，現状維持とする世帯が最も
多く7世帯であり，近いうちに廃業とする世帯が2世帯
である．現状維持と回答した世帯の具体的な意見として
は，“高齢であるため先のことは分からない．体が動け
るうちに引退する．”，“最高状態が現状維持である．”，
“今の状況で限界である．”，“木炭生産は規模拡大すれば
収入増が期待できるが，他の山仕事全般（マタギ等）に
もやりがいがある．”などがみられた．一方，近いうちに
廃業する世帯では，“年度内にはやめるが具体的にやめ
る日程は未定である．”，“1年以内にはやめる．”とする意
見があった．
　後継者（10世帯回答）については，後継者がいる世
帯は2世帯であり，今後探すとしている世帯は1世帯，
後継者は不在であり自分の代で終了する世帯が最も多く
7世帯である．具体的には，後継者がいる世帯では，
“2017年9月（調査時の前月）に友人を後継者とした．”，
“移住者を後継者として育成した．”としている．また，
後継者は不在であり自分の代で終了する世帯では，“進
んでやらせられる仕事ではないため，後継者を探す予定
はない．樹種別の原木集荷が最も体力的にきつい．”，
“たぶんやろうと思う人は出てこないと思う．仕事内容
はこれ以上の合理化はできない．炭単価が安い．”，“後
継者を確保するためには営業力による販売ルートの開拓
が課題である．”，“高齢になりできない．”とする意見な
どがみられた．

Ⅴ　おわりに

　最後に本章において，飯豊町木炭生産組合の実態を踏
まえ，直面している問題の核心を整理しながら，今後の
課題について考察したい．
　第1に，飯豊町木炭生産組合の木炭生産者は，世帯収
入に占める木炭収入の平均金額が約2割であり，製炭業
が主業とはなり得ず，小規模零細な農林業，養蜂業，自
営業等を主兼業としながら木炭生産を担っている．木炭

生産者の約6割が単独男性での従事であり，かつ約6割
が70代以上で高齢化していることから，今後は引退者
の増加が懸念される．一方で，近年では，比較的若い移
住者が複数定着し，また60代以降に新規参入した者も
複数おり，両者による白炭の生産量は高く，同組合の生
産量の多くを担っている状況にあった．前者は，先の移
住者が後の移住者に製炭技術を教え後継者として育成し
ていた．後者は，60代以降に第二の人生として製炭業
に新規参入していた．
　わが国では，少子高齢化が進行し，その一方で平均寿
命が延伸していることから，今後ますます中高年層の定
年後の労働力の活用が求められると考えられる．独立行
政法人労働政策研究・研修機構の「60代の雇用・生活
調査」54 ）によると，60代後半層の労働者に対して，70
歳以降の就業意向を調査した結果，「もう十分に働いた
ので，引退して好きなことを楽しみたい」が10.4％であ
ったのに対して，「生きがいや健康のために，元気なか
ぎり働きたい」が30.8％と最も多い回答であった．した
がって，今後は，移住者や若年層と同時に，中高年層を
も対象として，製炭業への就業促進に関する普及啓発が
必要であると考えられる．
　第2に，木炭生産者の白炭の生産量は世帯によって
100kgから6,000kgと大きな差がみられた．原木の調達
方法は，白炭の生産量の規模が大きい世帯では，自家労
働での立木伐採によって原木を調達する傾向にあり，ま
た，木炭生産者が高齢化するにしたがって，森林組合か
ら原木を調達する傾向がみられた．つまり，木炭の販売
単価が低迷し十分な収入が期待できない状況において，
一定の利益を捻出するためには，木炭の生産量を増やす
と同時に，原木の調達コストを抑える必要がある．原木
を森林組合から購入した場合には，伐採と搬出に当たる
人件費などのコストも購入価格に含まれるため，一定の
利益の捻出に向けては，原木を購入せずに自家労働によ
る立木伐採に迫られている世帯も存在しているといえ
る．しかし，その一方で，自家労働での立木伐採と搬出
は重労働であるために高齢者には困難であること，ま
た，自家所有山林に木炭の原木となる立木が少ない場合
には，そうした立木を多く所有し伐採に協力的な他家所
有山林を探して契約交渉の手続き等を行う手間が必要に
なることなどがある．そのため，原木調達を森林組合へ
依存せざるを得ない世帯も存在していると考えられる．
　第3に，木炭生産者の木炭生産の原木樹種は，全世帯
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においてナラが利用されていたが，ナラ枯れ被害木は半
数の世帯において利用されていた．しかし，ナラ枯れ被
害木を原木に用いて生産された木炭は，品質が低く生産
量の減少も招いていた．木炭生産者において，ナラ枯れ
被害木は，原木として利用した場合に，枯損状態などの
被害程度にもよるが，良質な木炭が得られず商品化が困
難であるため，可能な限り利用を控えたいとされてい
る．しかし，当地域では被害量が大きいため，ナラ枯れ
被害木を完全に排除することはできない状況にあると考
えられる．このため，被害の程度が低い原木を選別しな
がらやむを得ず利用している状況にあるといえる．また，
ナラ枯れ被害の少ない健全な山林についても，計画的に
伐採し木炭の原木として利用していく必要があること，
さらに，ナラ枯れ被害の根本的な発生原因には薪炭林と
しての利用の減少があることを指摘する意見もあったこ
とから，今後は，行政や関係団体が連携して薪炭材の需
要を喚起し，薪炭林の再生を図ることが急務である．
　第4に，木炭生産者は，白炭のみまたは白炭と木酢液
とを生産して販売していた．白炭の販売量は世帯によっ
て300kgから6,000kgであり，生産量と同様に大きな差
がみられた．白炭の生産量と販売量が多い世帯の販売先
は，森林組合よりも山形県内外の飲食店，食料店，問屋
等の営業用，個人の家庭用などの場合が多く，生産量と
販売量が多くはない世帯の販売先は，森林組合，個人の
家庭用などの場合が多い傾向がみられた．
　木炭の生産から消費までの既存の一般的な流通経路
は，木炭生産者→産地問屋・森林組合・JA→消費地問
屋・小売店→消費者とされてきた．しかし，木炭生産者
が一定年数の製炭就業を経て，製炭技術を習得し，安定
した生産量を産出できるようになった場合には，木炭の
出荷先を卸売業者に頼ることなく，直接，消費者に営業
活動を行う方法も可能である．営業活動によって商取引
が成立した際には，卸売価格よりも小売価格での高い価
格で販売でき，中間マージンを省きより多くの利益を得
られる可能性が期待できる．その手段として，インター
ネットを利用した情報発信による営業活動が今日的には
有効である．
　第5に，木炭生産者の今後の経営規模の意向は，現状
維持とする世帯が約8割であり，近いうちに廃業する世
帯は約2割であった．つまり，現状での木炭生産に投下
される労働量にもとづく生産量が最大であり限界でもあ
るとする世帯が多い．さらには，高齢により引退を余儀

なくされる世帯も少なくない．また，木炭生産者の7割
は後継者が不在であり自分の代で終了するとし，後継者
がいるのは2割に過ぎなかった．
　製炭業は，機械化による合理化が不可能な労働集約型
の職人仕事であるため，製炭技術を習得するまでに時間
を要する．さらに，木炭価格が低迷し経営の困難性が増
す中で，自発的に就業を希望し長期間の就業意欲をもつ
新規参入者の確保は困難を極める．しかし製炭業を支え
る木炭生産者の後継者の確保と育成による製炭技術の継
承は緊急の課題である．
　こうした課題の解決に向けた取り組みの参考となるの
が，白炭生産の先進地域である和歌山県での紀州備長炭
指導製炭士認定制度と黒炭生産の先進地域である岩手県
の製炭技士認定制度（通称：チャコールマイスター）55 ）

であると考えられる．製炭技術の継承支援のためには，
行政や関係団体において，このような公的制度を創設す
ることも重要である．
　国際連合食糧農業機関（FAO）は，2017年に「THE 
CHARCOAL TRANSITION」56 ）を発行し，世界の木炭
利用の現状と木炭バリューチェーンの改善を通じた気候
変動対策について公表した．2018年には日本の機関誌
においても，その内容を踏まえて，世界の木炭利用の現
状57 ）を紹介している．
　その現状について要点を絞って引用すると次の通りで
ある．開発途上諸国では薪炭が重要なエネルギー源であ
り，世界人口の約3分の1の24億人以上が伝統的な方法
で薪を使い調理し，多くの小規模産業がエネルギーを主
に薪炭に依存して生産活動を行っている．推定では世界
の森林伐採による木材の約50％が薪炭利用され，近年，
都市部の住民と企業の需要増大に対応して木炭生産が増
大している．需要の高いサハラ以南アフリカ，東南アジ
ア，南米では，木材伐採や木炭生産が非持続的な方法で
行われ，木炭のバリューチェーンを通じた森林の劣化や
森林減少，温室効果ガス（GHG）の排出量が増えている．
特に木炭の生産技術の効率が悪い場合は一層顕著であ
り，同じ木炭生産を行うにしても，持続可能な資源管理
を行い，技術を改善すればGHGの純排出量は削減でき，
エネルギーと食料へのアクセスが確保しやすくなり，収
入を得る機会も増え，気候変動の緩和にもつながる，と
される内容である．
　岸本定吉は，かつての論文「世界の木炭生産状況と日
本の木炭」において，世界各国の木炭生産の実態を分析
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し，“日本ほど炭の種類が多く，良質の炭をやいている
国は世界どこにも見当たらない．日本の炭焼きには陶芸
に類する名人芸の炭やきが，生産した木炭から工業的マ
スプロ炭化法による工業用木炭にいたるまで多品種の木
炭が生産されている．” 58 ）と評価し，日本の製炭技術が
世界的にみて極めて優れていることを評価している．
　したがって，南半球の開発途上諸国において増大する
温室効果ガスの排出量の削減に向けて，現在，同諸国で
大きな課題となっている木炭の生産技術の非効率性の改
善を支援するために，日本の優れた製炭技術を海外へ輸
出する方策が提案できると考えられる．日本の製炭技術
の海外での普及と応用によって，より多くの開発途上諸
国において木炭の生産技術が改善されて効率性を高める
ことが実現できれば，温室効果ガスの排出量の削減に寄
与することが期待できる．
　近年，わが国ではナラ枯れ被害の増加により森林資源
が荒廃し，かつ世界的には温室効果ガスの排出量の削減
が大きな課題となる中において，わが国の森林資源の再
生や世界的な温暖化問題の対策のためには，衰退しつつ
ある日本の製炭技術について再評価することが必要であ
り，その継承に向けて木炭生産者の果たす今日的な役割
がますます求められている．
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